
徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
一
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断
之
事
、 

 
 

一
、
御
供
方
被
仰
出
候
事
、 

 
 

一
、
松
平
遠
州
公
初
而
御
在
着
之
事
、 

と
あ
る
。
八
朔
の
祝
儀
の
た
め
江
戸
城
へ
登
城
、
将
軍
と
将
軍
世

子
に
拝
謁
の
上
祝
儀
を
献
上
し
た
こ
と
を
記
し
た
は
じ
め
の
二
項

目
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
記
の
本
文
に
は
登
城
の
た
め
に
江
戸

屋
敷
を
出
立
し
た
時
刻
、
江
戸
城
内
で
の
毛
利
就
馴
の
行
動
、
献

上
物
の
伝
達
な
ど
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
早
見
表
」

で
は
相
当
に
省
略
さ
れ
た
表
記
に
な
っ
て
い
る
。 

著
し
い
の
は
、
例
え
ば
同
年
八
月
十
三
日
条
で
、
「
早
見
」
で

は
「
無
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
記
本
文
に
は
、
佐
土
原
藩
主

島
津
久
柄
と
津
和
野
藩
主
亀
井
矩
貞
か
ら
の
書
状
を
徒
使
が
持
参

し
た
こ
と
、
お
よ
び
十
七
日
に
国
元
へ
書
面
を
送
る
旨
当
役
方
か

ら
知
ら
せ
が
入
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
決
し
て
「
無
事
」
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
当
役
方
か
ら
の
知
ら
せ
は
定
期
的
に
も
た
ら
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
し
、
両
藩
主
か
ら
の
来
状
も
特
に
そ
の
内
容
を
記

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
江
戸
記
録
所
」
と
し
て
は
、
そ

の
事
実
（
書
面
の
到
来
）
だ
け
を
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
記
録

す
れ
ば
よ
い
と
判
断
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
「
早
見
」

に
は
「
無
事
」
と
表
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
年
始
、
暑
気
見
舞
い
、
歳
暮
な
ど
で
は
、
藩
主
自
身
の

訪
問
を
は
じ
め
、
使
者
・
諸
品
・
書
状
な
ど
の
遣
り
取
り
が
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
は
日
記
の
本
文
中
に
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
ま
と

め
て
記
述
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
宝
暦
十
四
年
（
一
七

六
四
、
六
月
「
明
和
」
に
改
元
）
正
月
の
場
合
、「
宝
暦
十
四
申
年

正
月
御
勤
一
巻
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
、
「
御
太
刀
馬
代
銀
壱
枚
宛
」

を
「
公
方
様
・
若
君
様
江
正
月
弐
日
被
献
之
」
と
、
何
を
、
誰
に
、

い
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誰
が
献
上
・
持
参
・
送
付
し
た
の
か
を

記
す
。
そ
し
て
、
将
軍
等
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
場

合
は
、 

 
 

一
、
干
鯛 

一
箱
宛 

 
 

 

三
日 

桜
田
御
奥
様
江 

御
奥
様
ゟ
ハ
二
日
御
使
者
松
野
与
右
衛
門 

 
 

 

右
、
御
奥
様
・
大
殿
様
ゟ
以
御
使
者
被
進
之
、 

林
本
右
衛
門 

の
よ
う
な
記
さ
れ
方
に
な
る
。
基
本
墨
書
で
あ
る
が
、
傍
線
を
引

い
た
部
分
は
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
物
品
と
そ
れ

を
贈
る
べ
き
相
手
と
送
り
主
、
送
付
方
法
は
あ
ら
か
じ
め
墨
書
し

て
お
き
、
送
付
日
と
派
遣
し
た
使
者
名
は
後
日
朱
書
し
た
よ
う
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、 

（
尼
崎
藩
主
松
平
忠
告
） 

（
９
） 

（
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） 
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成
さ
れ
た
日
記
を
「
記
録
所
日
記
」
と
し
て
お
く
）
。
な
お
、
時
の

徳
山
藩
主
は
七
代
毛
利
就
馴
で
あ
る
。 

  
 

 

一 
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」 

  

ま
ず
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
の
特
徴
を
示
す
。 

 

本
稿
で
対
象
と
す
る
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
は
後
掲

の
【
表
１
】
の
と
お
り
で
あ
る
。【
表
１
】
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
は
、
少
な
い
も
の
で
二
ヶ

月
分
、
長
い
も
の
で
は
四
ヶ
月
で
一
冊
を
な
し
て
お
り
、
お
お
よ

そ
一
ヶ
月
、
長
く
て
も
二
ヶ
月
一
冊
と
し
て
い
た
「
記
録
所
日
記
」

の
構
成
と
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
藩
主
の
参
勤
・
下
向
に
伴
い
、

月
の
途
中
か
ら
始
ま
る
、
ま
た
は
月
の
途
中
で
終
わ
る
場
合
は
、

そ
の
前
ま
た
は
後
の
月
と
共
に
一
冊
を
な
す
こ
と
は
「
記
録
所
日

記
」
と
同
様
で
あ
る
。 

 

ま
た
複
数
月
を
一
冊
と
し
て
い
な
が
ら
、
中
表
紙
が
残
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
明
和
四
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
で
一
冊

を
構
成
し
て
い
る
日
記
で
は
、
そ
の
原
表
紙
に
は
「
明
和
四
丁
亥

四
月
ヨ
リ
七
月
迄 

記
録
所
日
記
」
と
あ
る
が
、
五
月
の
記
事
が

終
わ
っ
た
次
の
丁
に
は
、「
明
和
四
丁
亥
年
六
月
ヨ
リ
七
月 

記
録

所
日
記
」
と
書
か
れ
た
表
紙
が
出
て
く
る
。
す
べ
て
が
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日

記
」
作
成
当
初
は
、
二
ヶ
月
程
度
で
綴
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
 

原
初
の
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
柿
渋
が
塗
ら
れ
た
紙
が
用
い
ら
れ
、

表
紙
に
は
、
綴
ら
れ
て
い
る
期
間
と
表
題
が
記
さ
れ
る
。
表
題
は

単
に
記
録
所
日
記
と
あ
る
の
み
で
、
こ
の
情
報
だ
け
で
「
記
録
所
」

の
日
記
か
「
江
戸
記
録
所
」
の
日
記
か
を
判
別
す
る
の
は
難
し
い
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
冒
頭
に
記
事
検

索
の
た
め
の
目
次
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
明
和
三
年
か
ら
明
和
七
年
ま
で
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
見

ら
れ
、「
日
記
目
録
早
見
」
や
単
に
「
早
見
」
、「
目
録
」
な
ど
と
さ

ま
ざ
ま
な
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
日
記
に
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
項
を
検
索
す
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
、
前
出
「
早
見
」
と
の

タ
イ
ト
ル
を
持
つ
明
和
四
年
八
月
一
日
条
に
は
、 

八
月
朔
日 

 
 

一
、
御
登
城
之
事
、 

 
 

一
、
両
御
丸
江
御
太
刀
・
馬
代
献
上
之
事
、 

 
 

一
、
御
家
来
中
御
目
見
之
事
、
附
り
、
町
人
御
出
入
之
者
同

（
４
） 

（
５
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
８
） 

（
２
） 

（
な
り
よ
し
） 

（
３
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
二
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断
之
事
、 

 
 

一
、
御
供
方
被
仰
出
候
事
、 

 
 

一
、
松
平
遠
州
公
初
而
御
在
着
之
事
、 

と
あ
る
。
八
朔
の
祝
儀
の
た
め
江
戸
城
へ
登
城
、
将
軍
と
将
軍
世

子
に
拝
謁
の
上
祝
儀
を
献
上
し
た
こ
と
を
記
し
た
は
じ
め
の
二
項

目
分
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
記
の
本
文
に
は
登
城
の
た
め
に
江
戸

屋
敷
を
出
立
し
た
時
刻
、
江
戸
城
内
で
の
毛
利
就
馴
の
行
動
、
献

上
物
の
伝
達
な
ど
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
早
見
表
」

で
は
相
当
に
省
略
さ
れ
た
表
記
に
な
っ
て
い
る
。 

著
し
い
の
は
、
例
え
ば
同
年
八
月
十
三
日
条
で
、
「
早
見
」
で

は
「
無
事
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
記
本
文
に
は
、
佐
土
原
藩
主

島
津
久
柄
と
津
和
野
藩
主
亀
井
矩
貞
か
ら
の
書
状
を
徒
使
が
持
参

し
た
こ
と
、
お
よ
び
十
七
日
に
国
元
へ
書
面
を
送
る
旨
当
役
方
か

ら
知
ら
せ
が
入
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
決
し
て
「
無
事
」
で
は
な

い
。
た
だ
し
、
当
役
方
か
ら
の
知
ら
せ
は
定
期
的
に
も
た
ら
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
し
、
両
藩
主
か
ら
の
来
状
も
特
に
そ
の
内
容
を
記

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
江
戸
記
録
所
」
と
し
て
は
、
そ

の
事
実
（
書
面
の
到
来
）
だ
け
を
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
記
録

す
れ
ば
よ
い
と
判
断
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
「
早
見
」

に
は
「
無
事
」
と
表
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
年
始
、
暑
気
見
舞
い
、
歳
暮
な
ど
で
は
、
藩
主
自
身
の

訪
問
を
は
じ
め
、
使
者
・
諸
品
・
書
状
な
ど
の
遣
り
取
り
が
あ
る

が
、
そ
の
こ
と
は
日
記
の
本
文
中
に
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
ま
と

め
て
記
述
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
宝
暦
十
四
年
（
一
七

六
四
、
六
月
「
明
和
」
に
改
元
）
正
月
の
場
合
、「
宝
暦
十
四
申
年

正
月
御
勤
一
巻
」
を
タ
イ
ト
ル
と
し
、
「
御
太
刀
馬
代
銀
壱
枚
宛
」

を
「
公
方
様
・
若
君
様
江
正
月
弐
日
被
献
之
」
と
、
何
を
、
誰
に
、

い
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誰
が
献
上
・
持
参
・
送
付
し
た
の
か
を

記
す
。
そ
し
て
、
将
軍
等
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
場

合
は
、 

 
 

一
、
干
鯛 

一
箱
宛 

 
 

 

三
日 

桜
田
御
奥
様
江 

御
奥
様
ゟ
ハ
二
日
御
使
者
松
野
与
右
衛
門 

 
 

 

右
、
御
奥
様
・
大
殿
様
ゟ
以
御
使
者
被
進
之
、 

林
本
右
衛
門 

の
よ
う
な
記
さ
れ
方
に
な
る
。
基
本
墨
書
で
あ
る
が
、
傍
線
を
引

い
た
部
分
は
朱
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
物
品
と
そ
れ

を
贈
る
べ
き
相
手
と
送
り
主
、
送
付
方
法
は
あ
ら
か
じ
め
墨
書
し

て
お
き
、
送
付
日
と
派
遣
し
た
使
者
名
は
後
日
朱
書
し
た
よ
う
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、 

（
尼
崎
藩
主
松
平
忠
告
） 
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成
さ
れ
た
日
記
を
「
記
録
所
日
記
」
と
し
て
お
く
）
。
な
お
、
時
の

徳
山
藩
主
は
七
代
毛
利
就
馴
で
あ
る
。 

  
 

 

一 

明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」 

  

ま
ず
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
の
特
徴
を
示
す
。 

 

本
稿
で
対
象
と
す
る
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
は
後
掲

の
【
表
１
】
の
と
お
り
で
あ
る
。【
表
１
】
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
は
、
少
な
い
も
の
で
二
ヶ

月
分
、
長
い
も
の
で
は
四
ヶ
月
で
一
冊
を
な
し
て
お
り
、
お
お
よ

そ
一
ヶ
月
、
長
く
て
も
二
ヶ
月
一
冊
と
し
て
い
た
「
記
録
所
日
記
」

の
構
成
と
は
異
な
る
。
た
だ
し
、
藩
主
の
参
勤
・
下
向
に
伴
い
、

月
の
途
中
か
ら
始
ま
る
、
ま
た
は
月
の
途
中
で
終
わ
る
場
合
は
、

そ
の
前
ま
た
は
後
の
月
と
共
に
一
冊
を
な
す
こ
と
は
「
記
録
所
日

記
」
と
同
様
で
あ
る
。 

 

ま
た
複
数
月
を
一
冊
と
し
て
い
な
が
ら
、
中
表
紙
が
残
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
明
和
四
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
で
一
冊

を
構
成
し
て
い
る
日
記
で
は
、
そ
の
原
表
紙
に
は
「
明
和
四
丁
亥

四
月
ヨ
リ
七
月
迄 

記
録
所
日
記
」
と
あ
る
が
、
五
月
の
記
事
が

終
わ
っ
た
次
の
丁
に
は
、「
明
和
四
丁
亥
年
六
月
ヨ
リ
七
月 

記
録

所
日
記
」
と
書
か
れ
た
表
紙
が
出
て
く
る
。
す
べ
て
が
こ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日

記
」
作
成
当
初
は
、
二
ヶ
月
程
度
で
綴
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

原
初
の
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
柿
渋
が
塗
ら
れ
た
紙
が
用
い
ら
れ
、

表
紙
に
は
、
綴
ら
れ
て
い
る
期
間
と
表
題
が
記
さ
れ
る
。
表
題
は

単
に
記
録
所
日
記
と
あ
る
の
み
で
、
こ
の
情
報
だ
け
で
「
記
録
所
」

の
日
記
か
「
江
戸
記
録
所
」
の
日
記
か
を
判
別
す
る
の
は
難
し
い
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
冒
頭
に
記
事
検

索
の
た
め
の
目
次
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

は
明
和
三
年
か
ら
明
和
七
年
ま
で
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
見

ら
れ
、「
日
記
目
録
早
見
」
や
単
に
「
早
見
」
、「
目
録
」
な
ど
と
さ

ま
ざ
ま
な
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

 

た
だ
し
、
日
記
に
記
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
項
を
検
索
す
る
こ
と

が
目
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
、
前
出
「
早
見
」
と
の

タ
イ
ト
ル
を
持
つ
明
和
四
年
八
月
一
日
条
に
は
、 

八
月
朔
日 

 
 

一
、
御
登
城
之
事
、 

 
 

一
、
両
御
丸
江
御
太
刀
・
馬
代
献
上
之
事
、 

 
 

一
、
御
家
来
中
御
目
見
之
事
、
附
り
、
町
人
御
出
入
之
者
同

（
４
） 

（
５
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
８
） 

（
２
） 

（
な
り
よ
し
） 

（
３
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
三
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江
戸
に
戻
す
こ
と
に
伴
う
京
都
所
司
代
へ
の
通
知
書
な
ど
を
記
録

所
で
調
え
、
当
役
方
へ
送
っ
て
い
る
。 

 

「
記
録
所
」
で
も
「
御
関
所
御
手
判
」
に
類
す
る
事
例
を
示
し

た
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
同
様
に
、
こ
の
趣
の
文
書
は
「
江
戸
記

録
所
」
が
作
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

次
に
来
状
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
一
例
に
明
和
四
年
閏
九
月
十

二
日
を
取
り
上
げ
る
。 

 
 

一
、
大
御
目
付
触
到
来
、
国
々
百
姓
散
在
之
義
ニ
付
候
也
、

被
仰
出
帳
委
シ
、 

 
 

 
 

 

但
、
当
役
方
へ
為
披
見
差
越
候
事
、 

 

「
百
姓
散
在
」
の
こ
と
に
つ
い
て
大
目
付
触
が
も
た
ら
さ
れ
、

そ
の
情
報
は
当
役
方
へ
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

大
目
付
触
が
当
役
方
よ
り
も
先
に
記
録
所
に
届
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
と
国
元
と
の
情
報
の
遣
り
取

り
は
双
方
の
当
役
方
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本

件
は
領
内
に
も
通
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
役
方
へ
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

老
中
奉
書
の
場
合
も
同
様
で
、
例
え
ば
明
和
八
年
十
一
月
二
十

日
、
老
中
松
平
輝
高
か
ら
重
陽
祝
儀
に
対
す
る
御
内
書
伝
達
の
た

め
に
家
来
を
一
人
派
遣
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け

て
徳
山
藩
で
は
、「
御
請
如
例
相
認
さ
せ
御
使
者
桜
井
新
右
衛
門
を

以
被
差
出
候
事
」
と
、
前
例
に
基
づ
き
請
書
を
作
成
、
留
守
居
役

の
桜
井
新
右
衛
門
に
持
参
さ
せ
た
。
こ
の
請
書
は
や
は
り
記
録
所

の
指
示
の
基
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
相
認
さ
せ
」
と
の

文
言
か
ら
、
具
体
的
に
は
判
司
役
（
「
判
師
役
」
と
も
）
に
記
録
所

が
指
示
し
て
作
成
さ
せ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
理
由
は
、「
記
録
所
」

の
分
析
を
し
た
際
、
国
元
で
は
判
司
役
が
実
際
に
文
書
の
作
成
に

従
事
し
て
い
た
形
跡
を
紹
介
し
た
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

判
司
役
が
記
録
所
と
深
い
関
係
に
あ
っ
て
、
文
書
の
作
成
・
管

理
に
深
く
関
わ
る
業
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
を
挙
げ

て
み
る
。
藩
主
の
「
御
書
判
」
に
つ
い
て
、
明
和
四
年
五
月
九
日

の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

一
、
殿
様
御
書
判
只
今
迄
之
分
可
被
相
改
旨
、
御
本
之
通
相

調
さ
■
候
様
黒
川
十
右
衛
門
を
以
被
仰
出
、
其
段
当
役
粟

屋
靱
負
へ
も
相
達
候
、
依
之
御
往
来
物
大
中
小
三
つ
江
戸

之
分
、
大
中
御
在
所
之
分
、
以
上
五
つ
拵
さ
せ
差
出
候
様

御
判
師
役
玉
井
弥
兵
衛
へ
申
達
、
出
来
之
上
指
出
候
故
入

高
覧
、
此
通
今
日
ゟ
御
改
可
被
成
旨
十
右
衛
門
ヲ
以
被
仰

出
候
、
左
候
而
、
御
判
師
役
へ
相
渡
候
、
尤
古
御
書
判
之
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○
印 

松
野
与
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
印 

林
与
右
衛
門 

と
い
う
よ
う
に
、
贈
物
は
使
者
の
派
遣
で
済
ま
せ
て
よ
い
こ
と
が

決
ま
っ
て
い
る
相
手
に
は
、
品
物
と
送
り
先
の
名
を
ま
と
め
て
墨

書
し
、
後
に
実
際
に
使
者
が
そ
れ
を
持
参
し
た
日
に
ち
と
、
記
号

で
表
さ
れ
た
使
者
名
と
を
朱
書
（
傍
線
部
）
し
て
い
る
。 

 

い
つ
も
こ
の
よ
う
な
朱
書
表
記
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
送

り
先
と
送
る
べ
き
品
物
を
ま
と
め
て
列
記
し
て
お
く
こ
と
で
早
見

的
な
効
果
に
加
え
送
付
ミ
ス
も
な
く
な
り
、
さ
ら
に
後
日
朱
書
す

る
こ
と
で
、
確
実
に
送
付
し
た
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク
も
期
待
で

き
て
効
率
的
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
は
、
単
に
日
々
の
出
来
事

を
記
す
の
み
な
ら
ず
、
利
用
の
便
を
考
え
た
使
わ
れ
方
も
し
て
い

た
。 

 

日
記
本
文
の
記
述
は
、
日
に
ち
と
天
候
を
始
め
に
記
し
、
一
ツ

書
に
よ
っ
て
記
事
が
記
さ
れ
て
い
く
形
式
で
あ
る
。
記
事
は
江
戸

と
い
う
場
所
を
反
映
し
て
、
幕
府
向
き
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
他

藩
や
旗
本
、
関
係
の
あ
る
寺
社
そ
の
他
か
ら
の
来
訪
・
来
状
お
よ

び
使
者
の
到
来
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
へ
の
徳
山
藩
主
の
訪
問
や
使

者
派
遣
、
書
簡
の
送
付
な
ど
が
多
く
を
占
め
る
。
そ
の
た
め
「
江

戸
記
録
所
日
記
」
は
、
徳
山
藩
の
外
部
と
の
交
流
が
見
て
取
れ
る

記
録
と
も
言
え
る
。 

 

こ
れ
ら
が
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
の
特
徴
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

続
い
て
、
「
江
戸
記
録
所
」
の
業
務
を
見
て
い
き
た
い
。 
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江
戸
記
録
所
の
業
務 

 
 

 
 

（
一
）
記
録
所
と
判
司
役 

  

前
稿
で
は
、
国
元
の
「
記
録
所
」
が
、
文
書
の
作
成
・
授
受
な

ど
の
業
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
江
戸
記
録
所
」
の

場
合
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 

 
明
和
四
年
四
月
十
六
日
、
徳
山
藩
江
戸
屋
敷
に
住
ん
で
い
た

先
々
代
の
徳
山
藩
主
毛
利
広
豊
の
子
供
、
繁
之
丞
・
好
姫
・
崎
姫

の
三
人
を
国
元
へ
移
す
こ
と
と
な
っ
た
。
翌
十
七
日
の
出
立
を
前

に
、「
御
関
所
御
手
判
」
や
、
彼
ら
に
随
行
す
る
女
中
を
大
坂
か
ら
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京
都
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司
代
へ
の
通
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を
記
録

所
で
調
え
、
当
役
方
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送
っ
て
い
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記
録
所
」
で
も
「
御
関
所
御
手
判
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に
類
す
る
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を
示
し
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が
、
江
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も
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の
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は
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記
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成
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と
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姓
散
在
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に
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て
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が
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れ
、

そ
の
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方
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伝
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の
で
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は
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大
目
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触
が
当
役
方
よ
り
も
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に
記
録
所
に
届
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
江
戸
と
国
元
と
の
情
報
の
遣
り
取

り
は
双
方
の
当
役
方
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
本

件
は
領
内
に
も
通
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
役
方
へ
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

老
中
奉
書
の
場
合
も
同
様
で
、
例
え
ば
明
和
八
年
十
一
月
二
十

日
、
老
中
松
平
輝
高
か
ら
重
陽
祝
儀
に
対
す
る
御
内
書
伝
達
の
た

め
に
家
来
を
一
人
派
遣
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け

て
徳
山
藩
で
は
、「
御
請
如
例
相
認
さ
せ
御
使
者
桜
井
新
右
衛
門
を

以
被
差
出
候
事
」
と
、
前
例
に
基
づ
き
請
書
を
作
成
、
留
守
居
役

の
桜
井
新
右
衛
門
に
持
参
さ
せ
た
。
こ
の
請
書
は
や
は
り
記
録
所

の
指
示
の
基
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
相
認
さ
せ
」
と
の

文
言
か
ら
、
具
体
的
に
は
判
司
役
（
「
判
師
役
」
と
も
）
に
記
録
所

が
指
示
し
て
作
成
さ
せ
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
理
由
は
、「
記
録
所
」

の
分
析
を
し
た
際
、
国
元
で
は
判
司
役
が
実
際
に
文
書
の
作
成
に

従
事
し
て
い
た
形
跡
を
紹
介
し
た
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
と
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え
た
か
ら
で
あ
る
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判
司
役
が
記
録
所
と
深
い
関
係
に
あ
っ
て
、
文
書
の
作
成
・
管

理
に
深
く
関
わ
る
業
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
を
挙
げ

て
み
る
。
藩
主
の
「
御
書
判
」
に
つ
い
て
、
明
和
四
年
五
月
九
日

の
こ
と
で
あ
る
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一
、
殿
様
御
書
判
只
今
迄
之
分
可
被
相
改
旨
、
御
本
之
通
相

調
さ
■
候
様
黒
川
十
右
衛
門
を
以
被
仰
出
、
其
段
当
役
粟

屋
靱
負
へ
も
相
達
候
、
依
之
御
往
来
物
大
中
小
三
つ
江
戸

之
分
、
大
中
御
在
所
之
分
、
以
上
五
つ
拵
さ
せ
差
出
候
様

御
判
師
役
玉
井
弥
兵
衛
へ
申
達
、
出
来
之
上
指
出
候
故
入

高
覧
、
此
通
今
日
ゟ
御
改
可
被
成
旨
十
右
衛
門
ヲ
以
被
仰

出
候
、
左
候
而
、
御
判
師
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へ
相
渡
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、
尤
古
御
書
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之
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よ
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に
、
贈
物
は
使
者
の
派
遣
で
済
ま
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て
よ
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と
が

決
ま
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て
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る
相
手
に
は
、
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と
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り
先
の
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を
ま
と
め
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墨

書
し
、
後
に
実
際
に
使
者
が
そ
れ
を
持
参
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に
ち
と
、
記
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で
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使
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を
朱
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傍
線
部
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も
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な
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書
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、
送
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る
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て
お
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と
で
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的
な
効
果
に
加
え
送
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ミ
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も
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く
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り
、
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書
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、
確
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ど
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の
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率
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「
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に
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の
出
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を
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す
の
み
な
ら
ず
、
利
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の
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を
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た
使
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れ
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も
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日
記
本
文
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記
述
は
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日
に
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と
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に
記
し
、
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に
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記
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ら
に
随
行
す
る
女
中
を
大
坂
か
ら

（
教
明
） 

（
政
倫
） 

（
一
広
） 

（
信
明
） 

（
景
漸
） 

（
忠
郷
） 

（
正
利
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
五
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江
戸
と
を
往
復
す
る
そ
れ
は
、
途
中
、
大
坂
屋
敷
に
立
ち
寄
り
、

書
類
を
授
受
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
国
元
の
「
記
録
所
」
で
も
そ

う
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
は
当
役
方
に
ま
ず
届

け
ら
れ
た
。
届
け
ら
れ
た
各
種
文
書
の
う
ち
、
藩
主
宛
の
書
状
、

注
進
状
（
大
坂
か
ら
の
も
の
は
「
大
坂
注
進
状
」
と
記
さ
れ
る
）
、

披
露
状
は
当
役
方
か
ら
「
江
戸
記
録
所
」
に
転
送
さ
れ
た
。
送
ら

れ
た
文
書
類
は
、
例
え
ば
、 

 
 

一
、
方
々
様
ゟ
御
状 

七
通 

 
 

一
、
披
露
状 

数
通 

 
 

一
、
注
進
状 

八
通 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
、
そ
の
数
は
も
ち

ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
差
出
人
と
文
面
の
概
要
が
記
さ
れ
る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
」
に
届
い
た
こ
れ
ら
書
類
は
、
す
べ
て
で
は
な

い
と
思
う
が
、
必
要
に
応
じ
て
藩
主
の
高
覧
に
供
し
た
。
藩
主
高

覧
に
あ
た
っ
て
は
、「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
経
て
藩
主
の
下
に
送

ら
れ
る
。
高
覧
後
の
そ
れ
ら
は
再
び
「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
介

し
て
当
役
方
に
戻
さ
れ
る
。
返
書
が
必
要
な
場
合
に
は
、
藩
主
の

場
合
に
は
「
直
答
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
宛
所
か
ら
の
返
書
作
成

が
指
示
さ
れ
た
。 

 

一
方
、
藩
主
の
書
状
や
「
江
戸
記
録
所
」
か
ら
国
元
お
よ
び
大

坂
屋
敷
へ
の
書
面
は
、
当
役
方
の
手
を
経
て
送
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
「
一
、
来
ル
十
二
日
御
在
所
へ
雇
切
月
次
仕
出
有
之
候

由
当
役
方
ゟ
申
来
候
事
」
の
よ
う
に
、
当
役
方
か
ら
「
江
戸
記
録

所
」
へ
発
出
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
時
は
国
元
へ
送
る
文
書
が
な
か
っ
た
の
か
特
に
記
録

は
な
い
が
、
何
か
あ
れ
ば
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
も
当
役
方
へ

文
書
を
送
っ
た
旨
記
さ
れ
る
。
具
体
的
な
文
書
が
示
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、「
一
、
今
日
御
在
所
へ
月
並
仕
出
有
之
、
委
細
御
判

司
方
控
之
通
仕
出
を
以
当
役
方
へ
申
達
候
事
」
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
具
体
的
な
文
書
は
「
御
判
司
方
控
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
わ
か
る
が
、「
御
判
司
方
控
」
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
記
録
は
徳

山
毛
利
家
文
庫
の
中
に
は
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
控
え
ら
れ
た

か
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
御
判
司
方
」
が
出
て

き
て
、
そ
の
業
務
と
し
て
文
書
作
成
が
あ
っ
た
と
の
考
え
を
裏
付

け
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
藩
内
間
の
文
書
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
も

含
め
る
と
、
国
元
で
も
江
戸
で
も
当
役
方
間
で
授
受
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

 

藩
外
文
書
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
部
か
ら
の
来

状
は
、「
江
戸
記
録
所
」
に
も
た
ら
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
例

（
23
） 

（
20
） 

（
21
） 

（
22
） 

（
24
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
六
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江
戸
と
を
往
復
す
る
そ
れ
は
、
途
中
、
大
坂
屋
敷
に
立
ち
寄
り
、

書
類
を
授
受
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
国
元
の
「
記
録
所
」
で
も
そ

う
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
は
当
役
方
に
ま
ず
届

け
ら
れ
た
。
届
け
ら
れ
た
各
種
文
書
の
う
ち
、
藩
主
宛
の
書
状
、

注
進
状
（
大
坂
か
ら
の
も
の
は
「
大
坂
注
進
状
」
と
記
さ
れ
る
）
、

披
露
状
は
当
役
方
か
ら
「
江
戸
記
録
所
」
に
転
送
さ
れ
た
。
送
ら

れ
た
文
書
類
は
、
例
え
ば
、 

 
 

一
、
方
々
様
ゟ
御
状 
七
通 

 
 

一
、
披
露
状 

数
通 

 
 

一
、
注
進
状 

八
通 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
、
そ
の
数
は
も
ち

ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
差
出
人
と
文
面
の
概
要
が
記
さ
れ
る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
」
に
届
い
た
こ
れ
ら
書
類
は
、
す
べ
て
で
は
な

い
と
思
う
が
、
必
要
に
応
じ
て
藩
主
の
高
覧
に
供
し
た
。
藩
主
高

覧
に
あ
た
っ
て
は
、「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
経
て
藩
主
の
下
に
送

ら
れ
る
。
高
覧
後
の
そ
れ
ら
は
再
び
「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
介

し
て
当
役
方
に
戻
さ
れ
る
。
返
書
が
必
要
な
場
合
に
は
、
藩
主
の

場
合
に
は
「
直
答
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
宛
所
か
ら
の
返
書
作
成

が
指
示
さ
れ
た
。 

 

一
方
、
藩
主
の
書
状
や
「
江
戸
記
録
所
」
か
ら
国
元
お
よ
び
大

坂
屋
敷
へ
の
書
面
は
、
当
役
方
の
手
を
経
て
送
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
「
一
、
来
ル
十
二
日
御
在
所
へ
雇
切
月
次
仕
出
有
之
候

由
当
役
方
ゟ
申
来
候
事
」
の
よ
う
に
、
当
役
方
か
ら
「
江
戸
記
録

所
」
へ
発
出
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
時
は
国
元
へ
送
る
文
書
が
な
か
っ
た
の
か
特
に
記
録

は
な
い
が
、
何
か
あ
れ
ば
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
も
当
役
方
へ

文
書
を
送
っ
た
旨
記
さ
れ
る
。
具
体
的
な
文
書
が
示
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
が
、「
一
、
今
日
御
在
所
へ
月
並
仕
出
有
之
、
委
細
御
判

司
方
控
之
通
仕
出
を
以
当
役
方
へ
申
達
候
事
」
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
具
体
的
な
文
書
は
「
御
判
司
方
控
」
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
わ
か
る
が
、「
御
判
司
方
控
」
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
記
録
は
徳

山
毛
利
家
文
庫
の
中
に
は
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
控
え
ら
れ
た

か
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
「
御
判
司
方
」
が
出
て

き
て
、
そ
の
業
務
と
し
て
文
書
作
成
が
あ
っ
た
と
の
考
え
を
裏
付

け
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
藩
内
間
の
文
書
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
も

含
め
る
と
、
国
元
で
も
江
戸
で
も
当
役
方
間
で
授
受
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。 

 

藩
外
文
書
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
部
か
ら
の
来

状
は
、「
江
戸
記
録
所
」
に
も
た
ら
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
例

（
23
） 

（
20
） 

（
21
） 

（
22
） 

（
24
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
七
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目
に
す
る
。 

 
 

一
、
近
藤
左
伝
太
就
風
気
御
番
三
番
相
頼
致
保
養
候
得
共
、 

 
 

 

今
以
聢
々
無
之
、
御
番
御
断
申
出
被
成
御
免
申
達
候
事
、 

 
 

 

尤
当
役
方
幷
番
頭
江
も
為
知
遣
也
、 

 

近
藤
は
風
気
の
た
め
「
御
番
」
を
休
み
体
調
の
回
復
を
は
か
っ

た
が
、
そ
れ
が
叶
わ
ず
「
御
番
」
を
断
る
要
望
を
出
し
た
と
こ
ろ
、

「
江
戸
記
録
所
」
が
希
望
通
り
そ
れ
を
許
し
、
そ
の
こ
と
を
当
役

方
と
、
近
藤
の
上
司
で
あ
る
番
頭
へ
伝
達
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り

「
御
番
御
断
」
の
届
が
出
た
際
、「
江
戸
記
録
所
」
が
自
身
の
判
断

で
そ
れ
を
許
し
、
関
係
の
あ
る
当
役
方
と
番
頭
へ
そ
の
こ
と
を
伝

え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
御
番
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
の
例
を
見
る
。 

 
 

一
、
福
間
治
部
右
衛
門
近
々
御
在
所
就
被
差
下
候
、
御
番
除

遂
沙
汰
候
様
申
来
候
ニ
付
、
記
録
所
へ
招
申
聞
候
、 

 
 

一
、
右
ニ
付
、
片
岡
正
右
衛
門
義
当
御
在
府
中
当
分
仮
番
頭

被
仰
付
候
間
、
記
録
所
向
承
合
相
勤
候
之
様
御
沙
汰
相
成

候
由
当
役
方
ゟ
同
断
之
事
、 

 
 

一
、
右
ニ
付
正
右
衛
門
義
、
記
録
所
へ
招
、
福
間
治
部
右
衛

門
方
承
合
、
今
日
よ
り
出
勤
候
様
申
達
候
、
両
番
へ
出
勤

被
仰
付
候
事
、 

 
 

 
 

 

但
、
治
部
右
衛
門
へ
諸
事
御
番
所
之
趣
、
正
右
衛
門

へ
申
継
候
様
ニ
と
申
達
候
事
、 

 

福
間
治
部
右
衛
門
が
帰
国
す
る
こ
と
か
ら
、「
御
番
」
を
免
ず
る

旨
当
役
方
か
ら
指
示
が
あ
り
、
記
録
所
で
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
と

い
う
。
そ
の
代
役
に
片
岡
正
右
衛
門
が
指
名
さ
れ
、
彼
に
は
「
仮

番
頭
」
と
し
て
記
録
所
向
の
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
勤
務
せ
よ
と
、

や
は
り
当
役
方
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
片
岡
を
記
録
所
へ

招
き
、
福
間
か
ら
引
継
を
受
け
、
今
日
か
ら
出
勤
す
る
よ
う
命
じ

ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
福
間
が
引
き
継
ぐ
べ
き
こ
と
は
「
諸
事

御
番
所
之
趣
」
と
の
こ
と
か
ら
、「
御
番
」
と
は
「
御
番
所
」
の
業

務
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
片
岡
は
仮
番
頭
で
は
あ
る

が
、
こ
の
時
の
番
頭
は
記
録
所
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
て
、
番
頭

が
記
録
所
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。 

 

明
和
期
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
は
、
こ
れ
以
上
、
番
頭
の
役

割
な
ど
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

番
頭
の
下
に
編
成
さ
れ
る
「
番
」
の
人
々
に
つ
い
て
、「
江
戸
記
録

所
」
が
人
員
の
遣
り
繰
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
国
元
の
「
記

録
所
」
が
館
の
主
郭
部
分
を
管
理
し
て
い
た
様
相
と
類
似
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
に
お
い
て
は
「
江
戸
記
録
所
」
が
江

（
28
） 

（
29
） 

（
30
） 
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え
ば
、
明
和
六
年
六
月
五
日
に
は
、 

 
 

一
、
亀
井
能
登
守
様
ゟ
御
封
状
一
通
、
御
答
之
由
ニ
而
差
置 

 
 

 
候
事
、 

と
あ
る
。
津
和
野
藩
主
亀
井
矩
貞
か
ら
の
封
状
は
前
日
の
徳
山
藩

か
ら
送
っ
た
書
状
の
返
書
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
差
し
置
い
た
と
い

う
。
差
し
置
い
た
場
所
は
「
江
戸
記
録
所
」
と
考
え
ら
れ
る
。
あ

る
い
は
、
同
年
六
月
晦
日
に
は
、 

 
 

一
、
青
松
寺
ゟ
使
僧
盛
岸
院
口
上
、
来
ル
八
日
御
施
餓
鬼
執

行
ニ
付
、
書
付
持
参
之
退
去
、 

 
 

 
 

但
、
右
書
付
当
役
方
へ
差
越
之
、 

と
、
徳
山
藩
の
江
戸
の
菩
提
寺
で
あ
る
青
松
寺
か
ら
の
使
僧
が
持

参
し
た
書
付
は
当
役
方
へ
渡
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
渡
し
た
の

は
「
江
戸
記
録
所
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
使
僧
が
持
参
し
た
文
書

は
記
録
所
で
受
け
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

施
餓
鬼
執
行
の
事
例
の
よ
う
な
藩
主
と
も
深
く
関
係
が
あ
る
文

書
に
つ
い
て
は
「
江
戸
記
録
所
」
が
受
け
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

が
、
個
人
宛
文
書
ま
で
も
「
江
戸
記
録
所
」
が
受
け
取
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

 
 

一
、
児
玉
三
郎
右
衛
門
ゟ
当
役
方
へ
手
紙
を
以
此
間
以
御
使 

 
 

 

者
御
目
録
被
下
候
御
礼
申
来
候
、
尤
可
遂
出
仕
候
得
共
御

用
繁
ニ
付
及
延
引
候
由
也
、 

萩
藩
の
当
役
で
あ
っ
た
児
玉
か
ら
当
役
方
へ
手
紙
が
来
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
初
め
に
そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
当
役
方
で

あ
る
が
、
本
藩
か
ら
の
手
紙
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か
、
そ

の
手
紙
に
つ
い
て
の
情
報
が
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
記
さ
れ
て

い
る
。「
江
戸
記
録
所
」
も
そ
の
手
紙
自
体
ま
た
は
内
容
が
わ
か
る

も
の
を
手
に
し
た
の
は
明
白
で
、
こ
の
事
例
も
先
月
萩
藩
へ
使
者

に
よ
っ
て
目
録
を
贈
っ
た
こ
と
へ
の
返
礼
と
い
う
、
や
は
り
藩
主

に
関
係
の
あ
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

 

最
後
に
幕
府
か
ら
の
指
令
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
出
の
大

目
付
触
や
御
内
書
伝
達
の
老
中
奉
書
な
ど
は
、
当
役
方
よ
り
も
先

に
「
江
戸
記
録
所
」
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
に

共
通
し
て
い
る
の
は
宛
所
を
藩
主
名
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

「
江
戸
記
録
所
」
の
立
場
を
考
え
る
と
、
こ
の
種
の
文
書
は
「
江

戸
記
録
所
」
に
届
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
元

の
例
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
江
戸
に
お
い
て
も
藩
主
と
当
役
方
と

の
間
に
あ
る
「
江
戸
記
録
所
」
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 

（
三
）
記
録
所
と
番
所 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
し
ば
し
ば

（
25
） 

（
26
） 

（
27
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
八
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目
に
す
る
。 

 
 

一
、
近
藤
左
伝
太
就
風
気
御
番
三
番
相
頼
致
保
養
候
得
共
、 

 
 

 
今
以
聢
々
無
之
、
御
番
御
断
申
出
被
成
御
免
申
達
候
事
、 

 
 

 

尤
当
役
方
幷
番
頭
江
も
為
知
遣
也
、 

 

近
藤
は
風
気
の
た
め
「
御
番
」
を
休
み
体
調
の
回
復
を
は
か
っ

た
が
、
そ
れ
が
叶
わ
ず
「
御
番
」
を
断
る
要
望
を
出
し
た
と
こ
ろ
、

「
江
戸
記
録
所
」
が
希
望
通
り
そ
れ
を
許
し
、
そ
の
こ
と
を
当
役

方
と
、
近
藤
の
上
司
で
あ
る
番
頭
へ
伝
達
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り

「
御
番
御
断
」
の
届
が
出
た
際
、「
江
戸
記
録
所
」
が
自
身
の
判
断

で
そ
れ
を
許
し
、
関
係
の
あ
る
当
役
方
と
番
頭
へ
そ
の
こ
と
を
伝

え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
御
番
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
の
例
を
見
る
。 

 
 

一
、
福
間
治
部
右
衛
門
近
々
御
在
所
就
被
差
下
候
、
御
番
除

遂
沙
汰
候
様
申
来
候
ニ
付
、
記
録
所
へ
招
申
聞
候
、 

 
 

一
、
右
ニ
付
、
片
岡
正
右
衛
門
義
当
御
在
府
中
当
分
仮
番
頭

被
仰
付
候
間
、
記
録
所
向
承
合
相
勤
候
之
様
御
沙
汰
相
成

候
由
当
役
方
ゟ
同
断
之
事
、 

 
 

一
、
右
ニ
付
正
右
衛
門
義
、
記
録
所
へ
招
、
福
間
治
部
右
衛

門
方
承
合
、
今
日
よ
り
出
勤
候
様
申
達
候
、
両
番
へ
出
勤

被
仰
付
候
事
、 

 
 

 
 

 

但
、
治
部
右
衛
門
へ
諸
事
御
番
所
之
趣
、
正
右
衛
門

へ
申
継
候
様
ニ
と
申
達
候
事
、 

 

福
間
治
部
右
衛
門
が
帰
国
す
る
こ
と
か
ら
、「
御
番
」
を
免
ず
る

旨
当
役
方
か
ら
指
示
が
あ
り
、
記
録
所
で
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
と

い
う
。
そ
の
代
役
に
片
岡
正
右
衛
門
が
指
名
さ
れ
、
彼
に
は
「
仮

番
頭
」
と
し
て
記
録
所
向
の
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
勤
務
せ
よ
と
、

や
は
り
当
役
方
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
片
岡
を
記
録
所
へ

招
き
、
福
間
か
ら
引
継
を
受
け
、
今
日
か
ら
出
勤
す
る
よ
う
命
じ

ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
福
間
が
引
き
継
ぐ
べ
き
こ
と
は
「
諸
事

御
番
所
之
趣
」
と
の
こ
と
か
ら
、「
御
番
」
と
は
「
御
番
所
」
の
業

務
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
片
岡
は
仮
番
頭
で
は
あ
る

が
、
こ
の
時
の
番
頭
は
記
録
所
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
て
、
番
頭

が
記
録
所
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。 

 

明
和
期
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
は
、
こ
れ
以
上
、
番
頭
の
役

割
な
ど
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

番
頭
の
下
に
編
成
さ
れ
る
「
番
」
の
人
々
に
つ
い
て
、「
江
戸
記
録

所
」
が
人
員
の
遣
り
繰
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
国
元
の
「
記

録
所
」
が
館
の
主
郭
部
分
を
管
理
し
て
い
た
様
相
と
類
似
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
に
お
い
て
は
「
江
戸
記
録
所
」
が
江

（
28
） 

（
29
） 

（
30
） 
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え
ば
、
明
和
六
年
六
月
五
日
に
は
、 

 
 

一
、
亀
井
能
登
守
様
ゟ
御
封
状
一
通
、
御
答
之
由
ニ
而
差
置 

 
 

 

候
事
、 

と
あ
る
。
津
和
野
藩
主
亀
井
矩
貞
か
ら
の
封
状
は
前
日
の
徳
山
藩

か
ら
送
っ
た
書
状
の
返
書
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
差
し
置
い
た
と
い

う
。
差
し
置
い
た
場
所
は
「
江
戸
記
録
所
」
と
考
え
ら
れ
る
。
あ

る
い
は
、
同
年
六
月
晦
日
に
は
、 

 
 

一
、
青
松
寺
ゟ
使
僧
盛
岸
院
口
上
、
来
ル
八
日
御
施
餓
鬼
執

行
ニ
付
、
書
付
持
参
之
退
去
、 

 
 

 
 

但
、
右
書
付
当
役
方
へ
差
越
之
、 

と
、
徳
山
藩
の
江
戸
の
菩
提
寺
で
あ
る
青
松
寺
か
ら
の
使
僧
が
持

参
し
た
書
付
は
当
役
方
へ
渡
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
渡
し
た
の

は
「
江
戸
記
録
所
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
使
僧
が
持
参
し
た
文
書

は
記
録
所
で
受
け
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

施
餓
鬼
執
行
の
事
例
の
よ
う
な
藩
主
と
も
深
く
関
係
が
あ
る
文

書
に
つ
い
て
は
「
江
戸
記
録
所
」
が
受
け
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

が
、
個
人
宛
文
書
ま
で
も
「
江
戸
記
録
所
」
が
受
け
取
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

 
 

一
、
児
玉
三
郎
右
衛
門
ゟ
当
役
方
へ
手
紙
を
以
此
間
以
御
使 

 
 

 

者
御
目
録
被
下
候
御
礼
申
来
候
、
尤
可
遂
出
仕
候
得
共
御

用
繁
ニ
付
及
延
引
候
由
也
、 

萩
藩
の
当
役
で
あ
っ
た
児
玉
か
ら
当
役
方
へ
手
紙
が
来
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
初
め
に
そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
当
役
方
で

あ
る
が
、
本
藩
か
ら
の
手
紙
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
か
、
そ

の
手
紙
に
つ
い
て
の
情
報
が
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
記
さ
れ
て

い
る
。「
江
戸
記
録
所
」
も
そ
の
手
紙
自
体
ま
た
は
内
容
が
わ
か
る

も
の
を
手
に
し
た
の
は
明
白
で
、
こ
の
事
例
も
先
月
萩
藩
へ
使
者

に
よ
っ
て
目
録
を
贈
っ
た
こ
と
へ
の
返
礼
と
い
う
、
や
は
り
藩
主

に
関
係
の
あ
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

 

最
後
に
幕
府
か
ら
の
指
令
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
出
の
大

目
付
触
や
御
内
書
伝
達
の
老
中
奉
書
な
ど
は
、
当
役
方
よ
り
も
先

に
「
江
戸
記
録
所
」
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
に

共
通
し
て
い
る
の
は
宛
所
を
藩
主
名
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

「
江
戸
記
録
所
」
の
立
場
を
考
え
る
と
、
こ
の
種
の
文
書
は
「
江

戸
記
録
所
」
に
届
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
元

の
例
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
江
戸
に
お
い
て
も
藩
主
と
当
役
方
と

の
間
に
あ
る
「
江
戸
記
録
所
」
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 

（
三
）
記
録
所
と
番
所 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
し
ば
し
ば

（
25
） 

（
26
） 

（
27
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

四
九
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桜
田
日
記
は
「
江
戸
記
録
所
」
に
お
い
て
作
成
・
管
理
さ
れ
て
い

た
と
見
て
よ
い
。 

 

一
方
で
、
桜
田
日
記
に
注
目
す
る
と
、「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に

桜
田
日
記
へ
詳
細
を
譲
る
表
現
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
事

が
記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
例
示
し
た
桜

田
日
記
の
翌
日
、
十
二
月
十
日
の
記
事
は
、
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら

徳
山
藩
江
戸
屋
敷
の
当
役
方
に
対
し
、
藩
主
就
馴
に
翌
日
の
桜
田

来
訪
を
依
頼
す
る
書
状
が
届
き
、
そ
の
文
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
そ
う
し
た
記
事
は
な
い
。
こ

の
時
、
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
の
来
状
情
報
を
当
役
方
か
ら
聞
か
さ

れ
、
し
か
も
文
面
ま
で
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
文
面
自

体
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
見
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
取
り

上
げ
た
事
例
は
、
内
容
を
考
え
る
と
、
藩
主
の
耳
に
入
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
当
役
方
か
ら
藩
主
に
伝
え
る
べ
き

情
報
は
「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
介
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
今
回
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

萩
・
徳
山
両
藩
の
江
戸
で
の
関
係
を
見
よ
う
と
す
る
時
、「
江
戸
記

録
所
日
記
」
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
も
出
て
く
る
た
め
、
桜
田

日
記
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
記
録
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

現
在
、
桜
田
日
記
は
、
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
桜
田
日
記
」
の
シ

リ
ー
ズ
で
、
書
抜
も
含
め
て
二
五
四
点
公
開
し
て
い
る
。「
年
次
を

ま
た
い
で
の
写
し
を
か
な
り
伴
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
二
系
統
を

な
す
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
て
、
明
和
期
に
つ
い
て
は
【
表
３
】
の

と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
写
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
備
考
欄

に
「
写
」
と
入
れ
て
い
る
。
原
本
が
一
冊
一
年
程
度
（
長
く
て
一

年
三
ヶ
月
）
な
の
に
対
し
て
、
写
は
長
い
も
の
で
二
年
で
一
冊
を

な
す
。
ま
た
法
量
は
、
写
は
原
本
に
対
し
て
少
し
小
ぶ
り
で
あ
る
。

ま
た
原
本
を
繙
く
と
、
日
付
や
記
事
冒
頭
の
多
く
に
、
朱
に
よ
る

「
○改
」
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。「
○改
」
印
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

写
に
記
述
が
な
い
。
そ
の
た
め
単
純
に
筆
写
し
て
写
本
を
作
成
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
別
の
意
図
で
写
が
作
成
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
ち
た
い
。 

  
 

 
 

（
二
）
公
儀
関
係
記
録 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
中
で
、
桜
田
日
記
の
次
に
頻
出
す
る
の

は
、
「
被
仰
出
帳
」
「
被
仰
上
帳
」
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
は
現
在
、
徳
山
毛
利
家
文
庫
で
は
「
公
儀
事
」
の
シ
リ

ー
ズ
に
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
年
次
順
に
し
て
閲
覧
に
供
し
て
い

る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
は
往
々
に
し
て
前
出
の
よ
う
な
表
記

（
36
） 

（
34
） 

（
35
） 
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戸
屋
敷
内
の
中
核
部
分
を
管
理
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。 

  
 

 

三 
「
江
戸
記
録
所
」
と
諸
記
録 

  

こ
こ
で
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
現
れ
る
各
種
記
録
を
見
て

い
く
。 

 

【
表
２
】
は
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
出
て
き
た

記
録
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
居
間
日
記
な
ど
一
部
を
除

き
、
江
戸
な
ら
で
は
の
記
録
類
が
多
い
。
桜
田
日
記
と
、
被
仰
出

帳
・
被
仰
上
帳
、
な
ら
び
に
御
判
司
方
控
は
明
和
期
を
通
し
て
よ

く
出
て
く
る
記
録
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
代
表
的
な
記
録
を
見
て
み
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

（
一
）
桜
田
日
記 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
中
で
も
っ
と
も
目
に
す
る
記
録
で
あ
る
。

例
え
ば
、 

 
 

一
、
壱
岐
様
御
結
納
御
祝
儀
使
者
今
日
桜
田
新
橋
へ
御
引
受 

 
 

 

有
之
候
、
委
細
桜
田
日
記
ニ
有
之
候
事
、 

の
よ
う
に
出
て
く
る
。
ま
た
「
一
、
桜
田
向
、
当
日
別
帳
ニ
委
シ
」

の
よ
う
に
、「
桜
田
日
記
」
の
名
が
出
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
文
脈

か
ら
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
表
現
も
間
々
見
ら
れ
る
。 

 

桜
田
日
記
は
、
桜
田
、
す
な
わ
ち
本
藩
で
あ
る
萩
藩
江
戸
屋
敷

と
の
関
わ
り
を
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
。
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
の

使
者
派
遣
や
書
面
の
送
付
、
徳
山
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
萩
藩
江
戸
屋

敷
へ
の
藩
主
訪
問
や
使
者
派
遣
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
本
藩
と
の
関

係
上
、
い
つ
も
何
か
あ
る
よ
う
で
、
ほ
ぼ
毎
日
記
述
が
あ
る
。
日

記
は
日
に
ち
（
天
候
の
記
述
は
ま
ち
ま
ち
）
に
続
け
て
記
事
を
記

す
が
、
書
状
の
書
面
そ
の
も
の
や
贈
答
品
な
ど
も
筆
写
し
て
い
る
。

例
え
ば
冒
頭
で
挙
げ
た
十
二
月
九
日
の
桜
田
日
記
の
記
事
は
、 

 
 

一
、
今
般
壱
岐
様
ゟ
田
安
大
蔵
卿
様
御
方
江
御
結
納
御
祝
儀 

首
尾
好
被
為
相
済
候
付
、
此
御
方
御
三
方
様
ゟ
御
祝
儀
御

使
者
、
今
日
桜
田
新
橋
被
差
越
候
御
進
物
・
御
使
者
柄
等

左
之
通
、 

 
 

 

一
、
昆
布
一
箱 

 
 

 

一
、
干
鯛
一
箱
（
以
下
略
） 

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
後
に
は
藩
主
就
馴
・
先
々

代
広
豊
・
前
藩
主
夫
人
の
瑞
仙
院
か
ら
の
進
物
と
そ
れ
を
携
え
て

い
っ
た
使
者
名
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
萩
藩
の
応
対
の
様
子

が
記
さ
れ
る
。
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
と
桜
田
日
記
の
関
係
か
ら
、

（
徳
川
治
察
） 

（
毛
利
治
親
） 

（
33
） 

（
31
） 

（
32
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
〇
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桜
田
日
記
は
「
江
戸
記
録
所
」
に
お
い
て
作
成
・
管
理
さ
れ
て
い

た
と
見
て
よ
い
。 

 

一
方
で
、
桜
田
日
記
に
注
目
す
る
と
、「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に

桜
田
日
記
へ
詳
細
を
譲
る
表
現
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
事

が
記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
例
示
し
た
桜

田
日
記
の
翌
日
、
十
二
月
十
日
の
記
事
は
、
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら

徳
山
藩
江
戸
屋
敷
の
当
役
方
に
対
し
、
藩
主
就
馴
に
翌
日
の
桜
田

来
訪
を
依
頼
す
る
書
状
が
届
き
、
そ
の
文
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
そ
う
し
た
記
事
は
な
い
。
こ

の
時
、
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
の
来
状
情
報
を
当
役
方
か
ら
聞
か
さ

れ
、
し
か
も
文
面
ま
で
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
文
面
自

体
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
見
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
取
り

上
げ
た
事
例
は
、
内
容
を
考
え
る
と
、
藩
主
の
耳
に
入
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
当
役
方
か
ら
藩
主
に
伝
え
る
べ
き

情
報
は
「
江
戸
記
録
所
」
の
手
を
介
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
今
回
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

萩
・
徳
山
両
藩
の
江
戸
で
の
関
係
を
見
よ
う
と
す
る
時
、「
江
戸
記

録
所
日
記
」
だ
け
で
は
不
十
分
な
こ
と
も
出
て
く
る
た
め
、
桜
田

日
記
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
記
録
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

現
在
、
桜
田
日
記
は
、
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
桜
田
日
記
」
の
シ

リ
ー
ズ
で
、
書
抜
も
含
め
て
二
五
四
点
公
開
し
て
い
る
。「
年
次
を

ま
た
い
で
の
写
し
を
か
な
り
伴
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
二
系
統
を

な
す
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
て
、
明
和
期
に
つ
い
て
は
【
表
３
】
の

と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
写
と
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
備
考
欄

に
「
写
」
と
入
れ
て
い
る
。
原
本
が
一
冊
一
年
程
度
（
長
く
て
一

年
三
ヶ
月
）
な
の
に
対
し
て
、
写
は
長
い
も
の
で
二
年
で
一
冊
を

な
す
。
ま
た
法
量
は
、
写
は
原
本
に
対
し
て
少
し
小
ぶ
り
で
あ
る
。

ま
た
原
本
を
繙
く
と
、
日
付
や
記
事
冒
頭
の
多
く
に
、
朱
に
よ
る

「
○改
」
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。「
○改
」
印
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は

写
に
記
述
が
な
い
。
そ
の
た
め
単
純
に
筆
写
し
て
写
本
を
作
成
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
別
の
意
図
で
写
が
作
成
さ
れ
た
と
推
測
で
き

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
考
を
俟
ち
た
い
。 

  
 

 
 

（
二
）
公
儀
関
係
記
録 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
中
で
、
桜
田
日
記
の
次
に
頻
出
す
る
の

は
、
「
被
仰
出
帳
」
「
被
仰
上
帳
」
で
あ
る
。 

 
こ
れ
ら
は
現
在
、
徳
山
毛
利
家
文
庫
で
は
「
公
儀
事
」
の
シ
リ

ー
ズ
に
含
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
年
次
順
に
し
て
閲
覧
に
供
し
て
い

る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
は
往
々
に
し
て
前
出
の
よ
う
な
表
記

（
36
） 

（
34
） 

（
35
） 
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戸
屋
敷
内
の
中
核
部
分
を
管
理
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。 

  
 

 

三 

「
江
戸
記
録
所
」
と
諸
記
録 

  

こ
こ
で
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
現
れ
る
各
種
記
録
を
見
て

い
く
。 

 

【
表
２
】
は
、
明
和
期
の
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
出
て
き
た

記
録
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
御
居
間
日
記
な
ど
一
部
を
除

き
、
江
戸
な
ら
で
は
の
記
録
類
が
多
い
。
桜
田
日
記
と
、
被
仰
出

帳
・
被
仰
上
帳
、
な
ら
び
に
御
判
司
方
控
は
明
和
期
を
通
し
て
よ

く
出
て
く
る
記
録
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
代
表
的
な
記
録
を
見
て
み
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

（
一
）
桜
田
日
記 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
中
で
も
っ
と
も
目
に
す
る
記
録
で
あ
る
。

例
え
ば
、 

 
 

一
、
壱
岐
様
御
結
納
御
祝
儀
使
者
今
日
桜
田
新
橋
へ
御
引
受 

 
 

 

有
之
候
、
委
細
桜
田
日
記
ニ
有
之
候
事
、 

の
よ
う
に
出
て
く
る
。
ま
た
「
一
、
桜
田
向
、
当
日
別
帳
ニ
委
シ
」

の
よ
う
に
、「
桜
田
日
記
」
の
名
が
出
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
文
脈

か
ら
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な
表
現
も
間
々
見
ら
れ
る
。 

 

桜
田
日
記
は
、
桜
田
、
す
な
わ
ち
本
藩
で
あ
る
萩
藩
江
戸
屋
敷

と
の
関
わ
り
を
記
録
し
た
日
記
で
あ
る
。
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
の

使
者
派
遣
や
書
面
の
送
付
、
徳
山
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
萩
藩
江
戸
屋

敷
へ
の
藩
主
訪
問
や
使
者
派
遣
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
本
藩
と
の
関

係
上
、
い
つ
も
何
か
あ
る
よ
う
で
、
ほ
ぼ
毎
日
記
述
が
あ
る
。
日

記
は
日
に
ち
（
天
候
の
記
述
は
ま
ち
ま
ち
）
に
続
け
て
記
事
を
記

す
が
、
書
状
の
書
面
そ
の
も
の
や
贈
答
品
な
ど
も
筆
写
し
て
い
る
。

例
え
ば
冒
頭
で
挙
げ
た
十
二
月
九
日
の
桜
田
日
記
の
記
事
は
、 

 
 

一
、
今
般
壱
岐
様
ゟ
田
安
大
蔵
卿
様
御
方
江
御
結
納
御
祝
儀 

首
尾
好
被
為
相
済
候
付
、
此
御
方
御
三
方
様
ゟ
御
祝
儀
御

使
者
、
今
日
桜
田
新
橋
被
差
越
候
御
進
物
・
御
使
者
柄
等

左
之
通
、 

 
 

 

一
、
昆
布
一
箱 

 
 

 

一
、
干
鯛
一
箱
（
以
下
略
） 

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
後
に
は
藩
主
就
馴
・
先
々

代
広
豊
・
前
藩
主
夫
人
の
瑞
仙
院
か
ら
の
進
物
と
そ
れ
を
携
え
て

い
っ
た
使
者
名
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
対
す
る
萩
藩
の
応
対
の
様
子

が
記
さ
れ
る
。
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
と
桜
田
日
記
の
関
係
か
ら
、

（
徳
川
治
察
） 

（
毛
利
治
親
） 

（
33
） 

（
31
） 

（
32
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
一
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か
）
と
、
幕
府
側
の
応
対
（
例
え
ば
提
出
先
と
な
っ
た
老
中
の
名

と
、
実
際
に
応
対
し
た
御
用
人
の
名
）
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
提

出
時
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
幕
府
の
判
断
（
例
え

ば
許
諾
）
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。 

 

一
例
を
示
せ
ば
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
に
、
就
馴
が
夜
中

以
来
積
気
が
勝
れ
ず
そ
の
日
の
登
城
が
で
き
な
い
旨
の
書
面
を
、

御
用
番
の
松
平
輝
高
に
佐
藤
右
兵
衛
を
使
者
と
し
て
提
出
し
た
。

そ
れ
に
続
け
て
、「
委
細
被
仰
上
帳
ニ
委
シ
」
と
あ
る
。
そ
の
「
被

仰
上
帳
」
に
は
、 

 
 

一
、
亥
十
一
月
朔
日
、
御
用
番
松
平
右
京
大
夫
様
江
御
使
者 

 
 

 

佐
藤
右
兵
衛
を
以
被
指
出
候
、 

 
 

 
 

 

私
儀
、
昨
夜
中
以
来
積
気
相
勝
不
申
候
付
、
今
日
之 

 
 

 
 

 

登
城
難
仕
候
、
依
之
御
断
申
上
候
、
以
上
、 

 
 

 
 

 
 

十
一
月
朔
日 

 
 

 

毛
利
専
之
助 

 
 

 

右
御
取
継
中
野
小
兵
衛
請
取
置
、
追
而
可
申
聞
候
也
、 

と
記
録
さ
れ
る
。 

 

佐
藤
右
兵
衛
を
御
用
番
の
老
中
松
平
輝
高
に
派
遣
し
た
こ
と
ま

で
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
知
り
得
た
が
、「
被
仰
上
帳
」
か
ら

は
、
松
平
輝
高
側
の
対
応
、
す
な
わ
ち
「
御
取
継
」
と
し
て
中
野

小
兵
衛
が
届
出
書
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
新
た
な
情
報
が
記
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
相
手
側
の
対
応
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
点

は
「
被
仰
上
帳
」
の
特
徴
で
あ
る
。 

 

な
お
、「
被
仰
出
帳
」
と
「
被
仰
上
帳
」
は
、
例
外
は
あ
る
も
の

の
概
ね
藩
主
の
在
府
・
在
邑
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
一
区
切
り
と
し
て

一
冊
を
な
す
も
の
が
多
い
。
江
戸
屋
敷
は
幕
府
へ
の
応
対
が
そ
の

任
務
の
重
要
な
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
江
戸
な

ら
で
は
の
記
録
類
で
あ
る
と
言
え
る
。 

  
 

 
 

（
三
）
御
居
間
日
記 

 

前
稿
で
「
記
録
所
日
記
」
を
分
析
し
た
際
、「
御
居
間
日
記
」
の

作
成
と
「
記
録
所
」
の
関
係
に
触
れ
た
。「
江
戸
記
録
所
日
記
」
か

ら
も
同
様
の
こ
と
が
窺
え
る
。 

 
 

一
、
瑞
仙
院
様
江
も
為
御
相
対
御
奥
江
御
出
、
殿
様
御
同
道 

 
 

 

之
由
、
委
細
之
儀
ハ
御
居
間
日
記
ニ
有
之
候
間
略
之
、 

 

こ
れ
は
、
明
和
三
年
三
月
十
七
日
、
岩
国
の
吉
川
経
倫
が
徳
山

藩
江
戸
屋
敷
を
訪
問
、
藩
主
就
馴
の
み
な
ら
ず
、
先
代
夫
人
の
瑞

仙
院
と
も
面
会
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、

御
奥
で
の
面
会
は
御
居
間
日
記
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
記
さ
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
も
「
江

戸
記
録
所
日
記
」
と
江
戸
で
の
御
居
間
日
記
と
の
関
係
、
す
な
わ

（
42
） 

（
43
） 

（
44
） 
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を
さ
れ
る
が
、
現
物
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
年
に
よ

っ
て
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
従
公
儀
被
仰
出
帳
」
、
「
公
儀

江
被
仰
上
帳
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
内
容
は
、
文
字
通
り

前
者
は
幕
府
か
ら
発
せ
ら
れ
る
御
内
書
、
老
中
等
の
奉
書
、
廻
状

と
い
っ
た
文
書
、
後
者
は
徳
山
藩
か
ら
幕
府
に
提
出
し
た
願
い
や

届
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

「
被
仰
出
帳
」
か
ら
見
て
い
く
。「
被
仰
出
帳
」
に
は
単
に
徳
山

藩
江
戸
屋
敷
へ
も
た
ら
さ
れ
た
文
書
の
文
面
を
記
す
だ
け
で
は
な

く
、
到
来
日
や
そ
の
後
の
回
付
先
な
ど
の
情
報
も
書
か
れ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、「
江
戸
記
録
所
日
記
」
明
和
四
年
八
月
十
九
日
の
記

述
を
示
せ
ば
、 

 
 

一
、
大
御
目
付
御
廻
状
到
来
、
被
仰
出
帳
委
シ
、 

 
 

 
 

 

但
、
中
国
路
第
一
と
唱
、
三
笠
附
抔
ニ
紛
敷
会
（
合
）

仕
候
御
停
止
之
事
、
当
役
方
へ
為
披
見
差
越
候
事
、 

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
目
付
廻
状
の
到
来
と
内
容
の
あ
ら
ま
し
を

記
す
に
留
め
、
詳
細
は
「
被
仰
出
帳
」
に
譲
っ
て
い
る
。
該
当
す

る
「
被
仰
出
帳
」
に
は
、 

 
 

一
、
亥
八
月
十
九
日
、
御
同
席
触
左
之
通
、 

か
ら
始
ま
り
、
廻
状
の
文
面
を
記
し
た
後
に
、 

 
 

右
午
中
刻
水
野
日
向
守
様
衆
ゟ
到
来
、
即
刻
鍋
島
和
泉
守
様

衆
江
致
順
達
候
、
以
上
、 

と
、
徳
山
藩
側
の
廻
状
に
対
す
る
扱
い
を
追
記
す
る
。 

 

ま
た
同
年
十
月
二
十
一
日
に
「
重
陽
之
御
内
書
」
が
老
中
阿
部

正
右
か
ら
伝
達
さ
れ
た
際
、
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
、 
 

 

一
、
昨
日
御
切
紙
御
到
来
ニ
付
阿
部
伊
予
守
様
江
桜
井
新
右

衛
門
被
指
出
、
重
陽
之
御
内
書
御
直
渡
被
成
請
取
罷
帰
候

也
、
委
細
被
仰
出
帳
ニ
有
之
、
尤
為
御
礼
御
直
勤
之
事
、 

と
、
や
は
り
「
被
仰
出
帳
」
に
詳
細
を
記
す
と
す
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
時
の
「
被
仰
出
帳
」
は
、 

 
 

一
、
亥
十
月
廿
一
日
、
御
本
丸
御
老
中
阿
部
伊
予
守
様
於
御

宅
御
直
渡
被
成
重
陽
之
御
内
書
左
之
通
、 

に
続
け
て
御
内
書
の
文
面
を
記
す
だ
け
で
、
「
江
戸
記
録
所
日
記
」

の
方
が
詳
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
情
報
量
で
あ
る
。
こ
の

「
委
細
」
と
は
、
御
内
書
の
文
面
・
文
言
も
大
切
で
そ
れ
を
認
め

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
、
文
字
情
報
だ

け
で
は
な
い
情
報
も
含
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
次
に
「
被
仰
上
帳
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
と
お
り
、
徳

山
藩
か
ら
幕
府
へ
の
願
い
や
届
の
文
面
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
被
仰
出
帳
」
と
同
様
に
、
単
に
文
面
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、

提
出
時
の
徳
山
藩
の
実
施
状
況
（
例
え
ば
誰
が
使
者
と
な
っ
た
の

（
肥
前
国
鹿
島
藩
主
鍋
島
正
熈
） 

（
下
総
国
結
城
藩
主
水
野
勝
起
） 

（
37
） 

（
38
） 

（
39
） （

41
） 

（
40
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
二
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か
）
と
、
幕
府
側
の
応
対
（
例
え
ば
提
出
先
と
な
っ
た
老
中
の
名

と
、
実
際
に
応
対
し
た
御
用
人
の
名
）
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は
提

出
時
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
幕
府
の
判
断
（
例
え

ば
許
諾
）
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。 

 

一
例
を
示
せ
ば
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
に
、
就
馴
が
夜
中

以
来
積
気
が
勝
れ
ず
そ
の
日
の
登
城
が
で
き
な
い
旨
の
書
面
を
、

御
用
番
の
松
平
輝
高
に
佐
藤
右
兵
衛
を
使
者
と
し
て
提
出
し
た
。

そ
れ
に
続
け
て
、「
委
細
被
仰
上
帳
ニ
委
シ
」
と
あ
る
。
そ
の
「
被

仰
上
帳
」
に
は
、 

 
 

一
、
亥
十
一
月
朔
日
、
御
用
番
松
平
右
京
大
夫
様
江
御
使
者 

 
 

 

佐
藤
右
兵
衛
を
以
被
指
出
候
、 

 
 

 
 

 

私
儀
、
昨
夜
中
以
来
積
気
相
勝
不
申
候
付
、
今
日
之 

 
 

 
 

 

登
城
難
仕
候
、
依
之
御
断
申
上
候
、
以
上
、 

 
 

 
 

 
 

十
一
月
朔
日 

 
 

 

毛
利
専
之
助 

 
 

 

右
御
取
継
中
野
小
兵
衛
請
取
置
、
追
而
可
申
聞
候
也
、 

と
記
録
さ
れ
る
。 

 

佐
藤
右
兵
衛
を
御
用
番
の
老
中
松
平
輝
高
に
派
遣
し
た
こ
と
ま

で
は
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
で
知
り
得
た
が
、「
被
仰
上
帳
」
か
ら

は
、
松
平
輝
高
側
の
対
応
、
す
な
わ
ち
「
御
取
継
」
と
し
て
中
野

小
兵
衛
が
届
出
書
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
新
た
な
情
報
が
記
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
相
手
側
の
対
応
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
点

は
「
被
仰
上
帳
」
の
特
徴
で
あ
る
。 

 

な
お
、「
被
仰
出
帳
」
と
「
被
仰
上
帳
」
は
、
例
外
は
あ
る
も
の

の
概
ね
藩
主
の
在
府
・
在
邑
期
間
を
そ
れ
ぞ
れ
一
区
切
り
と
し
て

一
冊
を
な
す
も
の
が
多
い
。
江
戸
屋
敷
は
幕
府
へ
の
応
対
が
そ
の

任
務
の
重
要
な
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
江
戸
な

ら
で
は
の
記
録
類
で
あ
る
と
言
え
る
。 

  
 

 
 

（
三
）
御
居
間
日
記 

 

前
稿
で
「
記
録
所
日
記
」
を
分
析
し
た
際
、「
御
居
間
日
記
」
の

作
成
と
「
記
録
所
」
の
関
係
に
触
れ
た
。「
江
戸
記
録
所
日
記
」
か

ら
も
同
様
の
こ
と
が
窺
え
る
。 

 
 

一
、
瑞
仙
院
様
江
も
為
御
相
対
御
奥
江
御
出
、
殿
様
御
同
道 

 
 

 

之
由
、
委
細
之
儀
ハ
御
居
間
日
記
ニ
有
之
候
間
略
之
、 

 

こ
れ
は
、
明
和
三
年
三
月
十
七
日
、
岩
国
の
吉
川
経
倫
が
徳
山

藩
江
戸
屋
敷
を
訪
問
、
藩
主
就
馴
の
み
な
ら
ず
、
先
代
夫
人
の
瑞

仙
院
と
も
面
会
し
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、

御
奥
で
の
面
会
は
御
居
間
日
記
に
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
記
さ
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
も
「
江

戸
記
録
所
日
記
」
と
江
戸
で
の
御
居
間
日
記
と
の
関
係
、
す
な
わ

（
42
） 

（
43
） 

（
44
） 
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を
さ
れ
る
が
、
現
物
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
年
に
よ

っ
て
異
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
「
従
公
儀
被
仰
出
帳
」
、
「
公
儀

江
被
仰
上
帳
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
内
容
は
、
文
字
通
り

前
者
は
幕
府
か
ら
発
せ
ら
れ
る
御
内
書
、
老
中
等
の
奉
書
、
廻
状

と
い
っ
た
文
書
、
後
者
は
徳
山
藩
か
ら
幕
府
に
提
出
し
た
願
い
や

届
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

「
被
仰
出
帳
」
か
ら
見
て
い
く
。「
被
仰
出
帳
」
に
は
単
に
徳
山

藩
江
戸
屋
敷
へ
も
た
ら
さ
れ
た
文
書
の
文
面
を
記
す
だ
け
で
は
な

く
、
到
来
日
や
そ
の
後
の
回
付
先
な
ど
の
情
報
も
書
か
れ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、「
江
戸
記
録
所
日
記
」
明
和
四
年
八
月
十
九
日
の
記

述
を
示
せ
ば
、 

 
 

一
、
大
御
目
付
御
廻
状
到
来
、
被
仰
出
帳
委
シ
、 

 
 

 
 

 

但
、
中
国
路
第
一
と
唱
、
三
笠
附
抔
ニ
紛
敷
会
（
合
）

仕
候
御
停
止
之
事
、
当
役
方
へ
為
披
見
差
越
候
事
、 

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
目
付
廻
状
の
到
来
と
内
容
の
あ
ら
ま
し
を

記
す
に
留
め
、
詳
細
は
「
被
仰
出
帳
」
に
譲
っ
て
い
る
。
該
当
す

る
「
被
仰
出
帳
」
に
は
、 

 
 

一
、
亥
八
月
十
九
日
、
御
同
席
触
左
之
通
、 

か
ら
始
ま
り
、
廻
状
の
文
面
を
記
し
た
後
に
、 

 
 

右
午
中
刻
水
野
日
向
守
様
衆
ゟ
到
来
、
即
刻
鍋
島
和
泉
守
様

衆
江
致
順
達
候
、
以
上
、 

と
、
徳
山
藩
側
の
廻
状
に
対
す
る
扱
い
を
追
記
す
る
。 

 

ま
た
同
年
十
月
二
十
一
日
に
「
重
陽
之
御
内
書
」
が
老
中
阿
部

正
右
か
ら
伝
達
さ
れ
た
際
、
「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
は
、 

 
 

一
、
昨
日
御
切
紙
御
到
来
ニ
付
阿
部
伊
予
守
様
江
桜
井
新
右

衛
門
被
指
出
、
重
陽
之
御
内
書
御
直
渡
被
成
請
取
罷
帰
候

也
、
委
細
被
仰
出
帳
ニ
有
之
、
尤
為
御
礼
御
直
勤
之
事
、 

と
、
や
は
り
「
被
仰
出
帳
」
に
詳
細
を
記
す
と
す
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
時
の
「
被
仰
出
帳
」
は
、 

 
 

一
、
亥
十
月
廿
一
日
、
御
本
丸
御
老
中
阿
部
伊
予
守
様
於
御

宅
御
直
渡
被
成
重
陽
之
御
内
書
左
之
通
、 

に
続
け
て
御
内
書
の
文
面
を
記
す
だ
け
で
、
「
江
戸
記
録
所
日
記
」

の
方
が
詳
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
情
報
量
で
あ
る
。
こ
の

「
委
細
」
と
は
、
御
内
書
の
文
面
・
文
言
も
大
切
で
そ
れ
を
認
め

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
、
文
字
情
報
だ

け
で
は
な
い
情
報
も
含
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

次
に
「
被
仰
上
帳
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
と
お
り
、
徳

山
藩
か
ら
幕
府
へ
の
願
い
や
届
の
文
面
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
。

「
被
仰
出
帳
」
と
同
様
に
、
単
に
文
面
を
記
す
だ
け
で
は
な
く
、

提
出
時
の
徳
山
藩
の
実
施
状
況
（
例
え
ば
誰
が
使
者
と
な
っ
た
の

（
肥
前
国
鹿
島
藩
主
鍋
島
正
熈
） 

（
下
総
国
結
城
藩
主
水
野
勝
起
） 

（
37
） 

（
38
） 

（
39
） （

41
） 

（
40
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
三



15 

 

 
 

一
、
当
十
月
御
目
見
御
延
引
之
御
届
一
巻
別
帳
有
之
① 

 
 

一
、
五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
② 

 
 

一
、
御
前
髪
被
為
執
候
一
巻
③ 

 
 

一
、
御
順
年
ニ
付
、
御
在
所
江
之
御
暇
被
仰
込
、
始
而
御
暇

被
仰
出
候
一
巻
④ 

 
 

右
追
々
別
帳
ニ
仕
立
■
之
候
事
、 

 

こ
の
記
述
は
、「
就
馴
公
御
目
見
一
巻
」
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

加
え
た
少
な
く
と
も
五
種
類
の
記
録
が
事
象
に
応
じ
て
作
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
お
い
て
こ
の
五
種
類
の
記
録
は
、
す

べ
て
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
「
御
目
見
」
に

関
す
る
も
の
は
「
御
目
見
一
巻
之
帳
」
、
「
御
前
髪
被
執
候
一
巻
」

は
「
一
、
今
日
就
吉
辰
、
殿
様
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候
事
、
御

規
式
之
次
第
別
帳
ニ
有
之
候
間
略
之
」
な
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
写
も
含
め
て
現
在
徳
山
毛
利
家
文
庫
に
伝
存

す
る
も
の
は
、
①
と
②
は
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
・
五
節

句
月
次
御
登
城
」
や
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
一
件
・
就
馴

公
五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
」
、
③
は
「
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候

一
巻
」
や
「
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候
一
件
写
・
御
叙
爵
一
件
」

で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
冊
子
の
中
に
は
、
そ
の
表
紙
に
「
江
戸
記
録
所
」
と

書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
・

五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
」
は
二
種
類
伝
存
す
る
が
、「
御
目
見
記

５
」
の
原
表
紙
に
は
「
江
戸
記
録
処
」
（
「
江
戸
」
の
文
字
に
抹
消

の
形
跡
あ
り
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ト

ル
の
「
御
目
見
記
７
」
に
は
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
な
い
。「
江
戸
記

録
所
日
記
」
に
お
い
て
も
同
様
だ
が
、「
江
戸
記
録
所
」
が
自
ら
を

「
江
戸
記
録
所
」
と
書
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
御
目
見
記
５
」
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
江
戸
記
録
所
」
と
「
江
戸
」

が
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、「
江
戸
記
録
所
」
と
書
か
れ
た
も

の
は
他
所
で
作
成
さ
れ
た
写
で
あ
り
、
奇
し
く
も
こ
の
記
録
が
「
江

戸
記
録
所
」
で
作
成
・
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
な
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、「
御
縁
組
帳
」
は
「
御
縁
組
一
巻
」
や
、
時
代
は
異

な
り
藩
主
も
次
代
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
御
産
日
記
」
は
、
「
就
寿

公
御
奥
様
御
産
一
件
」
・
「
御
奥
様
御
産
一
件
」
も
徳
山
毛
利
家
文

庫
に
伝
存
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
名
・
藩
主
と
し
て
画
期
と
な
る
出
来
事
に
つ
い

て
は
別
途
記
録
が
作
成
さ
れ
た
上
、「
江
戸
記
録
所
」
で
管
理
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

（
54
） 

（
56
） 

（
57
） 

（
55
） 

（
59
） 

（
58
） 

（
52
） 

（
有
ヵ
） 

（
47
） 

（
48
） 

（
49
） 

（
50
） 

（
51
） 

（
53
） 
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ち
御
居
間
日
記
の
記
載
内
容
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
把
握
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。 

 

一
方
で
、 

 
 

一
、
追
付
御
居
間
江
御
通
被
成
御
相
対
被
遊
、
一
汁
五
菜
之

御
掛
合
、
御
相
伴
ニ
而
被
進
之
、
御
居
間
ニ
而
之
義
故
不

能
詳
候
事
、 

と
の
記
事
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
和
二
年
八
月
二
十
七
日
、
安

房
国
勝
山
藩
主
の
酒
井
忠
鄰
が
徳
山
藩
江
戸
屋
敷
に
来
訪
し
た
際

に
藩
主
就
馴
が
御
居
間
で
対
応
し
た
時
の
も
の
だ
が
、
御
居
間
の

状
況
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
表

現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
江
戸
記
録
所
」
が
こ
の

時
の
御
居
間
の
出
来
事
を
全
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
断

じ
る
の
は
早
計
の
よ
う
に
思
う
。
現
在
、
明
和
期
の
江
戸
の
「
御

居
間
日
記
」
は
徳
山
毛
利
家
文
庫
中
に
現
存
し
な
い
た
め
判
然
と

し
な
い
が
、
国
元
の
事
例
を
鑑
み
る
と
、
江
戸
に
お
い
て
も
「
江

戸
記
録
所
日
記
」
に
は
御
居
間
の
出
来
事
は
記
さ
な
い
こ
と
、「
江

戸
記
録
所
」
は
「
御
居
間
日
記
」
の
記
述
を
承
知
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
の
仮
説
を
立
て
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。 

 

 
 

 
 

（
四
）
藩
主
関
係
の
記
録 

 

「
御
家
督
一
巻
帳
」
、
「
御
叙
爵
帳
」
、
「
御
官
位
一
巻
帳
」
な
ど

は
、
藩
主
の
家
督
継
承
や
官
位
叙
任
に
お
い
て
そ
の
都
度
作
成
さ

れ
る
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
幕
府
と
の
関
係
の
中
で
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
「
江
戸
記
録
所
」
に
特
徴
的

な
記
録
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
う
し
た
記
録
の
作
成
に
関
し
て
、
次
の
記
述
が
あ
る
。
明
和

二
年
九
月
、
藩
主
就
馴
が
十
六
歳
に
な
っ
た
際
、
将
軍
家
治
に
初

御
目
見
え
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
体
調
が
す
ぐ
れ
な
か

っ
た
の
で
一
時
延
期
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
体
調
の
回

復
に
伴
い
翌
春
に
は
御
目
見
え
願
い
を
提
出
し
、
引
き
続
き
五
節

句
月
次
出
仕
な
ど
を
順
次
願
い
出
て
、
来
夏
に
は
徳
山
へ
の
初
入

部
も
果
た
し
た
い
と
い
う
就
馴
の
意
向
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
当

役
粟
屋
蔵
主
を
は
じ
め
諸
役
人
が
「
公
儀
を
初
諸
御
勤
筋
始
終
宜

取
計
」
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
特
に
御
居
間
都
合
御
用
人
で
あ
る
児

玉
孫
左
衛
門
が
そ
の
御
用
掛
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、「
記
録
所
御

当
用
」
を
務
め
て
い
る
御
祐
筆
の
渡
部
伝
左
衛
門
が
児
玉
の
指
図

を
受
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。 

 

こ
う
し
た
記
述
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
数

字
は
筆
者
）
。 

（
45
） 

（
46
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
四
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一
、
当
十
月
御
目
見
御
延
引
之
御
届
一
巻
別
帳
有
之
① 

 
 

一
、
五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
② 

 
 

一
、
御
前
髪
被
為
執
候
一
巻
③ 

 
 

一
、
御
順
年
ニ
付
、
御
在
所
江
之
御
暇
被
仰
込
、
始
而
御
暇

被
仰
出
候
一
巻
④ 

 
 

右
追
々
別
帳
ニ
仕
立
■
之
候
事
、 

 

こ
の
記
述
は
、「
就
馴
公
御
目
見
一
巻
」
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
を

加
え
た
少
な
く
と
も
五
種
類
の
記
録
が
事
象
に
応
じ
て
作
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。 

 

「
江
戸
記
録
所
日
記
」
に
お
い
て
こ
の
五
種
類
の
記
録
は
、
す

べ
て
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
「
御
目
見
」
に

関
す
る
も
の
は
「
御
目
見
一
巻
之
帳
」
、
「
御
前
髪
被
執
候
一
巻
」

は
「
一
、
今
日
就
吉
辰
、
殿
様
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候
事
、
御

規
式
之
次
第
別
帳
ニ
有
之
候
間
略
之
」
な
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
写
も
含
め
て
現
在
徳
山
毛
利
家
文
庫
に
伝
存

す
る
も
の
は
、
①
と
②
は
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
・
五
節

句
月
次
御
登
城
」
や
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
一
件
・
就
馴

公
五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
」
、
③
は
「
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候

一
巻
」
や
「
就
馴
公
御
前
髪
被
為
執
候
一
件
写
・
御
叙
爵
一
件
」

で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
冊
子
の
中
に
は
、
そ
の
表
紙
に
「
江
戸
記
録
所
」
と

書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
「
就
馴
公
御
目
見
御
延
引
御
届
・

五
節
句
月
次
御
登
城
一
巻
」
は
二
種
類
伝
存
す
る
が
、「
御
目
見
記

５
」
の
原
表
紙
に
は
「
江
戸
記
録
処
」
（
「
江
戸
」
の
文
字
に
抹
消

の
形
跡
あ
り
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ト

ル
の
「
御
目
見
記
７
」
に
は
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
な
い
。「
江
戸
記

録
所
日
記
」
に
お
い
て
も
同
様
だ
が
、「
江
戸
記
録
所
」
が
自
ら
を

「
江
戸
記
録
所
」
と
書
く
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
御
目
見
記
５
」
に
は
わ
ざ
わ
ざ
「
江
戸
記
録
所
」
と
「
江
戸
」

が
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、「
江
戸
記
録
所
」
と
書
か
れ
た
も

の
は
他
所
で
作
成
さ
れ
た
写
で
あ
り
、
奇
し
く
も
こ
の
記
録
が
「
江

戸
記
録
所
」
で
作
成
・
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
と
な
る
。 

 

こ
の
ほ
か
、「
御
縁
組
帳
」
は
「
御
縁
組
一
巻
」
や
、
時
代
は
異

な
り
藩
主
も
次
代
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
御
産
日
記
」
は
、
「
就
寿

公
御
奥
様
御
産
一
件
」
・
「
御
奥
様
御
産
一
件
」
も
徳
山
毛
利
家
文

庫
に
伝
存
し
て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
大
名
・
藩
主
と
し
て
画
期
と
な
る
出
来
事
に
つ
い

て
は
別
途
記
録
が
作
成
さ
れ
た
上
、「
江
戸
記
録
所
」
で
管
理
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

（
54
） 

（
56
） 

（
57
） 

（
55
） 

（
59
） 

（
58
） 

（
52
） 

（
有
ヵ
） 

（
47
） 

（
48
） 

（
49
） 

（
50
） 

（
51
） 

（
53
） 
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ち
御
居
間
日
記
の
記
載
内
容
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
把
握
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。 

 

一
方
で
、 

 
 

一
、
追
付
御
居
間
江
御
通
被
成
御
相
対
被
遊
、
一
汁
五
菜
之

御
掛
合
、
御
相
伴
ニ
而
被
進
之
、
御
居
間
ニ
而
之
義
故
不

能
詳
候
事
、 

と
の
記
事
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
明
和
二
年
八
月
二
十
七
日
、
安

房
国
勝
山
藩
主
の
酒
井
忠
鄰
が
徳
山
藩
江
戸
屋
敷
に
来
訪
し
た
際

に
藩
主
就
馴
が
御
居
間
で
対
応
し
た
時
の
も
の
だ
が
、
御
居
間
の

状
況
を
「
江
戸
記
録
所
」
が
把
握
で
き
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
表

現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
江
戸
記
録
所
」
が
こ
の

時
の
御
居
間
の
出
来
事
を
全
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
断

じ
る
の
は
早
計
の
よ
う
に
思
う
。
現
在
、
明
和
期
の
江
戸
の
「
御

居
間
日
記
」
は
徳
山
毛
利
家
文
庫
中
に
現
存
し
な
い
た
め
判
然
と

し
な
い
が
、
国
元
の
事
例
を
鑑
み
る
と
、
江
戸
に
お
い
て
も
「
江

戸
記
録
所
日
記
」
に
は
御
居
間
の
出
来
事
は
記
さ
な
い
こ
と
、「
江

戸
記
録
所
」
は
「
御
居
間
日
記
」
の
記
述
を
承
知
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
の
仮
説
を
立
て
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
。 

 

 
 

 
 

（
四
）
藩
主
関
係
の
記
録 

 

「
御
家
督
一
巻
帳
」
、
「
御
叙
爵
帳
」
、
「
御
官
位
一
巻
帳
」
な
ど

は
、
藩
主
の
家
督
継
承
や
官
位
叙
任
に
お
い
て
そ
の
都
度
作
成
さ

れ
る
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
幕
府
と
の
関
係
の
中
で
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
「
江
戸
記
録
所
」
に
特
徴
的

な
記
録
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
う
し
た
記
録
の
作
成
に
関
し
て
、
次
の
記
述
が
あ
る
。
明
和

二
年
九
月
、
藩
主
就
馴
が
十
六
歳
に
な
っ
た
際
、
将
軍
家
治
に
初

御
目
見
え
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
体
調
が
す
ぐ
れ
な
か

っ
た
の
で
一
時
延
期
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
体
調
の
回

復
に
伴
い
翌
春
に
は
御
目
見
え
願
い
を
提
出
し
、
引
き
続
き
五
節

句
月
次
出
仕
な
ど
を
順
次
願
い
出
て
、
来
夏
に
は
徳
山
へ
の
初
入

部
も
果
た
し
た
い
と
い
う
就
馴
の
意
向
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
当

役
粟
屋
蔵
主
を
は
じ
め
諸
役
人
が
「
公
儀
を
初
諸
御
勤
筋
始
終
宜

取
計
」
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
特
に
御
居
間
都
合
御
用
人
で
あ
る
児

玉
孫
左
衛
門
が
そ
の
御
用
掛
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、「
記
録
所
御

当
用
」
を
務
め
て
い
る
御
祐
筆
の
渡
部
伝
左
衛
門
が
児
玉
の
指
図

を
受
け
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。 

 

こ
う
し
た
記
述
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
数

字
は
筆
者
）
。 

（
45
） 

（
46
） 

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
五



徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
六



徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
七
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の
考
え
が
あ
っ
て
採
録
が
見
送
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
36
）
前
掲
註
（
34
）
。 

（
37
）
№
342
。 

（
38
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
33
、
明
和
四
年
八
月
十
九
日
条
。 

（
39
）
№
342
。 

（
40
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
33
、
明
和
四
年
十
月
二
十
一
日
条
。 

（
41
）
「
被
仰
出
帳
」
に
写
さ
れ
る
文
書
は
文
面
通
り
に
筆
写
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。 

（
42
）
№
342
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
。 

（
43
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
№
155
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
。 

（
44
）
№
334
、
明
和
三
年
三
月
十
七
日
条
。 

（
45
）
№
333
、
明
和
二
年
八
月
二
十
七
日
条
。
な
お
、
「
追
付
御
居
間
」

と
あ
る
よ
う
に
、
来
訪
に
あ
た
っ
て
始
め
か
ら
御
居
間
に
通
し
て
は

い
な
い
。
酒
井
忠
鄰
の
場
合
は
、
大
書
院
を
経
て
御
居
間
へ
通
し
て

い
る
。
一
方
で
、
相
手
の
身
分
に
よ
っ
て
は
始
め
に
「
江
戸
記
録
所
」

へ
通
す
場
合
も
あ
り
、
来
客
対
応
の
場
と
し
て
の
「
江
戸
記
録
所
」

に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
。 

（
46
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
６
、「
就
馴
公
御
目
見
一
巻
」
。 

（
47
）
№
333
、
明
和
二
年
十
二
月
十
七
日
条
。 

（
48
）
№
334
、
明
和
三
年
四
月
五
日
条
。 

（
49
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
５
。 

（
50
）
同
前
№
７
。 

（
51
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
外
礼
方
」
132
。 

（
52
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
叙
爵
記
」
№
３
、
同
№
５
。 

（
53
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
５
、
同
７
。 

（
54
）
№
334
、
明
和
三
年
五
月
三
日
条
。 

（
55
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
縁
組
記
」
№
８
、
同
№
９
。 

（
56
）
№
697
、
文
化
十
三
年
八
月
一
日
条
。 

（
57
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
産
一
件
」
№
12
。 

（
58
）
同
前
№
13
。 

（
59
）
現
時
点
で
写
の
作
成
者
に
つ
い
て
明
確
に
で
き
な
い
が
、
国
元
の

記
録
所
で
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

（
60
）
№
352
。 

（
61
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
勤
事
」
№
124
。 

（
62
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
家
督
記
」
№
14
。 

    

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
録
　（
吉
田
）

五
八
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の
考
え
が
あ
っ
て
採
録
が
見
送
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
36
）
前
掲
註
（
34
）
。 

（
37
）
№
342
。 

（
38
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
33
、
明
和
四
年
八
月
十
九
日
条
。 

（
39
）
№
342
。 

（
40
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
33
、
明
和
四
年
十
月
二
十
一
日
条
。 

（
41
）
「
被
仰
出
帳
」
に
写
さ
れ
る
文
書
は
文
面
通
り
に
筆
写
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。 

（
42
）
№
342
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
。 

（
43
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
公
儀
事
」
№
155
、
明
和
四
年
十
一
月
一
日
条
。 

（
44
）
№
334
、
明
和
三
年
三
月
十
七
日
条
。 

（
45
）
№
333
、
明
和
二
年
八
月
二
十
七
日
条
。
な
お
、
「
追
付
御
居
間
」

と
あ
る
よ
う
に
、
来
訪
に
あ
た
っ
て
始
め
か
ら
御
居
間
に
通
し
て
は

い
な
い
。
酒
井
忠
鄰
の
場
合
は
、
大
書
院
を
経
て
御
居
間
へ
通
し
て

い
る
。
一
方
で
、
相
手
の
身
分
に
よ
っ
て
は
始
め
に
「
江
戸
記
録
所
」

へ
通
す
場
合
も
あ
り
、
来
客
対
応
の
場
と
し
て
の
「
江
戸
記
録
所
」

に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
く
。 

（
46
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
６
、「
就
馴
公
御
目
見
一
巻
」
。 

（
47
）
№
333
、
明
和
二
年
十
二
月
十
七
日
条
。 

（
48
）
№
334
、
明
和
三
年
四
月
五
日
条
。 

（
49
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
５
。 

（
50
）
同
前
№
７
。 

（
51
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
外
礼
方
」
132
。 

（
52
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
叙
爵
記
」
№
３
、
同
№
５
。 

（
53
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
目
見
記
」
№
５
、
同
７
。 

（
54
）
№
334
、
明
和
三
年
五
月
三
日
条
。 

（
55
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
縁
組
記
」
№
８
、
同
№
９
。 

（
56
）
№
697
、
文
化
十
三
年
八
月
一
日
条
。 

（
57
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
産
一
件
」
№
12
。 

（
58
）
同
前
№
13
。 

（
59
）
現
時
点
で
写
の
作
成
者
に
つ
い
て
明
確
に
で
き
な
い
が
、
国
元
の

記
録
所
で
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

（
60
）
№
352
。 

（
61
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
勤
事
」
№
124
。 

（
62
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
御
家
督
記
」
№
14
。 
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五
九



  

 

1 

五
反
田 

山
か
迫 

同
所 

以
上 

 

は
じ
め
に 

 

小
稿
は
、
近
世
の
防
長
両
国
で
作
付
け
さ
れ
て
い
た
「
米
」
に
つ
い

て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
萩
藩
領
の
「
米
」
を
分
析
対

象
と
す
る
。 

近
世
は
石
高
制
の
社
会
で
、
検
地
に
よ
っ
て
田
畠
・
屋
敷
な
ど
土
地

一
筆
一
筆
の
面
積
・
石
高
・
名
請
人
（
年
貢
の
納
入
責
任
者
）
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
ら
は
「
検
地
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
。
登
載
の
土
地
は
、
石
高
す
な
わ

ち
米
の
収
穫
量
（
生
産
高
）
で
表
現
さ
れ
、
土
地
一
筆
ご
と
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
穂
ノ
木
」
（
地
字
）
、
面
積
、
石
高
、
名
請
人
が
記
さ
れ
た
。 

萩
藩
領
で
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以
降
、
「
春
定
法
」
に
よ

っ
て
毎
年
耕
作
に
入
る
前
に
、
秋
に
納
め
る
べ
き
年
貢
を
記
し
た
「
下
札
」 

(

春
定
下
札)

が
個
々
の
名
請
人
に
渡
さ
れ
た
（
１
）

。
「
名
寄
帳
」(

春
定
名
寄

帳)

は
、
個
々
の
名
請
人
が
納
め
る
年
貢
を
記
し
た
帳
簿
で
、
換
言
す
れ

ば
、
「
下
札
」
を
ま
と
め
た
帳
簿
で
あ
る
。
次
の
記
載
例
は
、
文
政
年
間

の
「
吉
敷
郡
中
郷
田
畠
御
物
成
春
定
人
別
名
寄
帳
」
の
一
部
で
あ
る
（
２
）

。 

源
左
衛
門 

 

田
壱
畝
拾
八
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
斗
壱
升
弐
合 

 

田
六
畝
拾
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
石
六
斗
壱
升
五
合 

 

（
中
略
） 

 

畠
壱
畝
拾
三
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
升
七
合 

 

（
中
略
） 

 

田
畠
数
四
反
九
畝
弐
拾
六
歩 

 

米
八
石
七
斗
七
升
壱
合 

 
 
 

内 

 

畠
七
畝
拾
弐
歩 

 
 

八
斗
弐
升
七
合 

田
四
反
弐
畝
拾
四
歩 

―
 

大
唐
米
を
中
心
に ―

 

近
世
防
長
の
米
に
つ
い
て 

河
本 

福
美 

  

 

2 

残
七
石
九
斗
四
升
四
合 

右
物
成 

 
 
 

三
石
壱
斗
七
升
七
合
六
勺 

右
口
米 

 
 
 

九
升
五
合
三
勺
三
才 

 
 

（
以
下
略
） 

冒
頭
の
源
左
衛
門
が
名
請
す
る
田
畠
一
筆
一
筆
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
面

積
と
石
高
の
合
計
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
畠
方
の
面
積
・
石
高
を
差
し

引
い
て
田
方
の
面
積
と
石
高
の
合
計
を
出
し
、
源
左
衛
門
の
納
め
る
べ
き

年
貢
高
（
四
つ
物
成
）
が
記
さ
れ
る
。
帳
簿
に
は
、
年
貢
の
石
高
が
記
さ

れ
る
の
み
で
、
納
め
る
べ
き
年
貢
米
の
品
種
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、

ま
た
指
定
さ
れ
た
も
の
も
な
い
。 

以
下
、
品
種
を
含
め
て
当
時
の
萩
藩
領
の
米
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

一 

萩
藩
領
の
米
の
品
種 

 

元
文
期
（
一
七
三
六
～
一
七
四
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
「
長
門
産
物
名

寄
」
・
「
周
防
産
物
名
寄
」
に
は
、
防
長
両
国
の
動
植
物
の
名
称
が
収
録

さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
米
は
「
穀
類
」
の
冒
頭
に
、
早
稲
・
中
生
・
晩
生
・

餅
稲
の
順
で
列
挙
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
長
門
国
の
早
稲
と
し
て
、
次
の
も

の
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

白
早
稲 

 

助
五
郎 

 

カ
バ
シ
コ 

 

早
比
国
（
早
北
国
） 

 

青
早
ワ
セ 

 

白
大
唐 

 

赤
大
唐 

 

永
楽 

 

熊
野
早
稲 

ボ
ウ
ク
ロ
ウ 

 

南
明
寺 

 

イ
ヲ
リ
コ 

 

七
日
ガ
ウ 

京
早
稲 

 

北
国 

 

ザ
ラ
ユ 

 

籾
ジ
ロ 

 

四
国 

森
ノ
ワ
キ 

 

黒
早
稲 

 

五
郎
三
郎 

 

助
九
郎 

 

ヘ
ン
ト
ウ 

 

ジ
ュ
ウ
メ
ラ
イ 

 

キ
ジ
ワ
セ 

 

モ
ノ
ワ
セ 

ス
ズ
メ
シ
ラ
ス 

 

ワ
ク
ヤ
マ 

 

ホ
ゴ 

 

ロ
ク
ロ 

チ
ゴ
稲
白
赤 

 

ケ
チ
チ
ミ 

 

ト
サ
ラ 

 

ヨ
シ
カ 

ヒ
キ
ワ
セ 

 

合
わ
せ
て
三
六
種
（
チ
ゴ
稲
を
赤
白
の
二
種
と
し
た
。
以
下
の
分
類
も
同
様
に

数
え
た
）
。
こ
の
ほ
か
中
生
七
一
種
、
晩
生
四
〇
種
、
餅
稲
四
五
種
が
記

さ
れ
る
。
ま
た
周
防
国
の
米
と
し
て
、
早
稲
五
四
種
、
中
生
八
六
種
、
晩

生
五
三
種
、
餅
稲
三
一
種
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

米
の
品
種
に
つ
い
て
、
農
政
の
最
前
線
に
い
た
萩
藩
の
郡
方
役
人
は
、

ど
の
程
度
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
虫
枯
」
が
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
七
月
、
吉
田
宰
判
の
下
代
を
務

め
た
平
田
惣
左
衛
門
は
宰
判
内
を
視
察
し
、
被
害
状
況
の
報
告
と
対
応
策

に
つ
い
て
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
「
早
々
田
か
は
し
こ
・
早

北
国
・
京
わ
せ
之
類
、
何
も
頃
日
者
大
概
実
の
り
、
焼
米
あ
た
り
ニ
ハ
大

形
相
成
申
候
」
と
、
早
稲
の
具
体
名
を
挙
げ
て
い
る
（
４
）
。
も
っ
と
も
各

品
種
の
特
性
や
耕
作
に
か
か
る
知
識
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し 20 

 

                   

【表３】明和期桜田日記 

請求番号 年代 備考

29 宝暦13年4月～明和元年12月 写

30 宝暦14年4月～宝暦14年12月

31 明和2年1月～明和2年12月

32 明和2年1月～明和4年3月 写

33 明和3年1月～明和4年3月

34 明和4年4月～明和4年12月

35 明和4年4月～明和5年4月 写

36 明和5年1月～明和5年4月

37 明和5年4月～明和6年12月 写

38 明和5年4月～明和6年3月

39 明和6年3月～明和6年12月

40 明和7年1月～明和8年12月 写

41 明和7年1月～明和8年3月

42 明和8年3月～明和8年12月

43 明和9年4月25日～明和9年9月28日

44 明和9年10月1日～安永2年4月1日

45 明和9年1月～安永2年3月 写

46 安永元年1月～安永2年3月

請求番号 年代

1 327 宝暦14年1月～3月

2 328 明和元年4月～6月

3 329 明和元年7月～10月

4 330 明和元年11月～閏12月

5 331 明和2年1月～3月

6 332 明和2年4月～7月

7 333 明和2年8月～12月

8 334 明和3年1月～5月7日

9 341 明和4年4月1日～7月

10 342 明和4年8月～12月

11 343 明和5年1月～4月23日

12 351 明和6年3月25日～7月

13 352 明和6年8月～12月

14 353 明和7年1月～4月21日

15 362 明和8年3月23日～5月

16 363 明和8年6月～7月

17 364 明和8年8月～9月

18 365 明和8年10月～12月

19 366 明和9年1月～2月

20 367 明和9年3月～4月25日

【表 1】明和期「江戸記録所日記」 

【表２】明和期「江戸記録所日記」に見える他の記録 

名称 名称

1 桜田日記 10 御案文帳

2 被仰上帳 11 古案

3 被仰出帳 12 御規式帳

4 御判司方控 13 御目見帳

5 仕出帳 14 御月次御礼之一巻

6 御家督御祝儀一巻帳 15 御家督方別帳

7 御叙爵帳 16 前髪被為執…別帳

8 御官位一巻帳 17 御縁組帳

9 御招請一巻帳 18 御産帳

徳
山
藩
「
江
戸
記
録
所
」
の
職
務
と
記
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　（
吉
田
）
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